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放放射射第第７７号号線線（（大大泉泉））整整備備  
（練馬区大泉学園町二丁目～西大泉五丁目） 

～西側区間 暫定交通開放(令和７年２月 16 日)～ 

 
 

放放射射第第３３５５号号線線（（早早宮宮・・北北町町））整整備備  
（練馬区早宮二丁目～北町五丁目） 

～平和台トンネル電気室及び街築工事整備状況～ 

 
 



 

環環状状第第５５のの１１号号線線（（雑雑司司ヶヶ谷谷））整整備備  
（豊島区高田三丁目～南池袋二丁目） 

～雑司が谷環状第 5 の 1 号線トンネル(仮称)発進立坑の築造状況～ 

 
 

放放射射第第３３６６号号線線（（氷氷川川台台橋橋梁梁））整整備備  
（練馬区桜台三丁目～氷川三丁目） 

～橋梁上部仕上げ状況～

 
 



 

 
城城北北中中央央公公園園調調節節池池（（一一期期））工工事事整整備備  

（板橋区小茂根五丁目、練馬区羽沢三丁目付近） 
～調節池内の内部構築状況～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新新河河岸岸川川緑緑化化工工事事整整備備  
（板橋区東坂下二丁目地内） 

～河川管理用通路の緑化状況～ 



 

低低騒騒音音舗舗装装及及びび自自転転車車レレーーンンのの設設置置 
  一般都道杉並田無線（第 245 号）新青梅街道 

  （練馬区石神井台四丁目付近） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横横断断歩歩道道橋橋のの耐耐震震補補強強工工事事  
主要地方道千代田練馬田無線（第 8 号）目白通り（南長崎五丁目歩道橋） 

（豊島区南長崎五丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ま  え  が  き 
 

 

 
当事務所は、区部の北西部に位置する豊島区、板橋区、練馬区の３区を所管区域としており、副都心・池

袋を中心に商業地域の多い豊島区、住宅・工業地域の混在する板橋区、住宅地として変貌の著しい練馬区と、

それぞれ特色ある地域特性を持っています。 

これらの地域の生活環境や利便性をさらに向上させるために、都市基盤である道路、河川の整備事業と管

理を実施しています。 

管内の都道は２６路線、延長１１８km、河川は３河川と千川上水の暗渠部を所管しています。この中でも、

放射７号線、放射９号線、放射３５号線、放射３６号線、環状５の１号線など主要な都市計画道路の整備や

石神井川、白子川の河川整備が急がれています。 

「2050東京戦略」及び「ＴＯＫＹＯ強靭化プロジェクト」に基づき、強靭で持続可能な都市・東京の実現

に向けた都市づくりを着実に推進するため、次のように事業を展開していきます。 

 

１ 交通渋滞解消を目指し、幹線道路ネットワークの形成を図るため、放射・環状道路の整備を推進すると

ともに、地域の防災性を向上させる特定整備路線の整備に取り組みます。 

２ 都民が利用しやすく、景観に配慮した道路を念頭に、道路の質のレベルアップのため、無電柱化、歩道

改善などにより付加価値の高いみちづくりを進めます。 

３ 水害から都民の命と暮らしを守り、快適な生活を支えるため、河川の護岸整備を進めるとともに、洪水

の一部を貯留する城北中央公園調節池を整備し、水害に対する安全性の向上を図ります。 

４ 都民の視点に立ち、地元区、交通管理者と十分連携をとりながら、都民の貴重な資産である道路・河川

の管理を適正かつ迅速に行っていきます。 

 

今年度も道路、河川の整備を推進するとともに、きめ細かな維持・管理を心がけ、安全で快適なまちづく

りに所をあげて取り組んでいきます。 
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Ⅰ 事業所の概要 

 

１１    沿沿革革  

昭和２０年 ４月 第三道路出張所と第一河川出張所を合併し、豊島・北・荒川・板橋・練馬の５区

を所管する二級事務所として第四土木出張所の名称で発足 

昭和２１年 ５月 第四建設事務所に名称変更 

昭和２３年１２月 区画整理部門が第四復興区画整理事務所として分離独立 

昭和３６年 ４月 特定幹線街路の建設部門が第四特定街路建設事務所として分離独立 

昭和４０年  ４月 区に委任していた都道の維持管理が都の直轄となる 

昭和４４年  ４月 北、荒川の両区が第六建設事務所（新設）に移管 

昭和５０年  １月 現在の豊島区南大塚二丁目 36 番２号（都営住宅共同庁舎）に移転 

平成 元年  ４月 第二街路整備事務所の廃止に伴い、同所で施行していた特定幹線道路の建設部門

の一部が当所に移管 

 

２２    所所管管区区域域及及びび所所管管業業務務  

当所所管区域は、豊島区、板橋区、練馬区の３区であり、道路及び河川の維持管理と整備事業を行っ

ている。 

道路の維持管理としては、２６路線の都道、総延長約１１９km を対象に、道路区域の決定、道路台帳

の整備、占用許可及び監察等の管理業務を行うとともに、道路・橋梁の維持補修及び街路樹・緑地の維

持補修等の業務を行っている。 

また、河川の維持管理としては、河川（新河岸川、千川上水暗渠部）の占用・使用許可及び監察業務

等を行っている。 

整備事業として、道路については、道路交通の円滑化と安全確保を図るため、放射７号線、放射９号

線、放射３５号線、放射３６号線、環状５の１号線等の街路整備、延焼遮断帯を形成する主要な都市計

画道路として特定整備路線５路線（８箇所）の整備や主要地方道第８号線等の道路整備事業と交通安全

施設整備事業を実施している。 

河川については、区部河川の目標整備水準が時間 50 ミリ降雨から 75 ミリの降雨に引き上げられ、時

間 50 ミリを超える部分の対策については、調節池や流域対策により対応することが基本となった。この

方針をふまえて策定した河川整備計画に基づき、石神井川、白子川の河川整備事業を実施し水害の防止

を図るとともに、工事を進めていた白子川地下調節池については平成 29 年度より運用を開始している。

引き続き、河川の整備を着実に推進するとともに、平成 30 年度から石神井川において、城北中央公園調

節池の工事に着手し、さらなる治水安全度の向上を図っている。 

これら道路・河川の整備事業に必要とする用地の確保は、放射７号線、放射３５号線、放射３６号線、

補助２３０号線、特定整備路線として補助第２６号線外４路線、石神井川及び白子川を重点的に推進し

ている。 
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３３  組組織織とと分分掌掌事事務務   

          分掌事務  
  

 
（庶務担当）  

人事、給与、福利厚生、文書、公有財産管理（事業用地除く）、広報、庶務  
（経理担当） 

会計、現金などの出納保管、工事、修繕その他の契約、物品資材の調達、不用品の 

処分、進行管理  
（検査担当）  
工事及び工事用材料等の検査  

  

 

 

 

 

(管理担当） 

道路区域の決定及び変更並びに供用の開始及び廃止、車両制限令、共同溝の負担金  

の徴収、道路及び河川の管理  
（道路台帳担当） 

道路台帳の整備及び保管、道路幅員証明、道路区域の表示及び証明、土地（建設局

・国土交通省所管）の境界確定、境界図の閲覧及び証明 

（占用担当） 

道路工事の承認、道路占用の許可並びに占用料及び負担金の徴収、河川等の占使用 

許可及び占使用料の微収  
（監察担当）  

道路及び河川の機能保持に係る監察、道路及び河川の占用工事の監察  
（工事調整担当）  
道路及び道路占用工事の調整  

 

 

 

（調整担当）(2)  

 事業用地の取得に伴う連絡調整、土地等の評価及び損失補償額の調整  

（用地担当）(16)  

事業用地の取得、物件移転その他損失補償、土地等の評価、生活再建  

 

 

用地取得事務に係る専門事項について、助言及び助力。特に所長の命を受けた事項  

  

 

   

  

  

  

庶   務   課   

  

    

東 

京 

都 

第 

四 

建 

設 

事 

務 

所   

  

  

  

    

  

用   地   課   

  

    

  用地専門 
課長  (2)    

 管 理 課 
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工    事   
第   一   課   

  

    
  

工    事   
第   二   課   

    
  

  

 

 

  

 

（工務担当 
道路及び橋梁工事の工程管理、地下埋設物等の移転、都市計画法の周知事務及び相談  

（環境対策担当）  
事業計画上の環境対策、工事施行上の環境問題の調整、放射 36 号線の環境保全対策  

（設計総括担当）  
道路及び橋梁工事の調査及び設計  

（設計担当）  
道路及び橋梁工事の調査及び設計  

（木密設計担当）(2)  
木造住宅密集地域における道路及び橋梁工事の調査及び設計  

（環境技術調整担当）  
  都市計画道路に係る環境技術に関すること（放射第 35 号線）  

（外環の２整備担当） 

道路及び橋梁工事の調査及び設計  

（工事総括担当）  

道路及び橋梁の築造工事の施行、調査、監督等  
（工事担当）(3)  

道路及び橋梁の築造工事の施行、調査、監督等  
（木密工事担当）  

木造住宅密集地域における道路及び橋梁工事の施行、調査、監督等  
（渉外担当）  

工事の施工に伴う損害賠償  
（測量担当）  

道路及び橋梁の測量、建築に係る道路境界線  
（木密測量担当）  

木造住宅密集地域における道路及び橋梁の測量、建築に係る道路境界線  
 

 

 

 

 

 

（工務担当） 

河川及び急傾斜地崩壊防止工事の工程管理、河川占用の技術的指導、地下埋設物等               

の移転、水防、都市計画法の周知事務及び相談  
（設計総括担当）  

河川及び急傾斜地崩壊防止工事の調査及び設計(管内全河川)  
（設計担当）  

河川及び急傾斜地崩壊防止工事の調査及び設計(管内全河川)  
（調節池整備担当）(2)  

調節池整備の調査、調整、設計等  
（調節池工事担当）  

調節池工事の施行、調査、監督等  
（工事総括担当） 

河川及び急傾斜地崩壊防止工事の施行、調査、監督等  

(工事担当)（２） 

河川及び急傾斜地崩壊防止工事の施行、調査、監督等  
（渉外担当）  

河川整備工事等に伴う損害賠償  
（測量担当）  

河川及び急傾斜地崩壊危険区域の測量、建築に係る河川境界  
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（調査担当） 
道路橋梁等の現況調査、道路管理者以外の者の工事の技術的調査指導、道路占用及び

道路掘削の技術的指導並びに掘削道路の復旧  

（電線共同溝整備担当）  

無電柱化事業に係る設計、工事、調査、指導  

（維持担当）  

道路及び橋梁並びにこれらの付属物の維持、応急復旧及び災害復旧工事の設計、橋梁 

の過重制限、路面及び歩道橋の清掃委託  

（施設維持担当）  

道路施設の維持、応急復旧及び災害復旧工事の設計  
（補修担当） 道路及び橋梁並びに付属物の補修並びに側溝改修工事の設計  
（街路樹担当）  
街路樹、緑地帯等の調査、設計、維持及び補修工事、害虫の防除  

  

 

 

 

 

（豊島工区・板橋工区・練馬工区・石神井工区） 

工区内の測量、調査並びに工事の施行、監督 

道路及び河川等（千川上水を含む）の構造、機能の保全 

道路及び河川の軽易な占用、使用許可申請書等の受理 

水位観測  
 

  

４ 職員数  

令和７年７月１日現在  

  
    管 理 職     一 般 職 員  

 計  
会 計 年

度職員  
合 計  

事務  技術  事務  技術  技能  

庶  務  課  1  1  9  1    12  2  14  

管  理  課  １  10  2    13    13  26  

用  地  課  3    40  3    46  1  47  

工事第一課    1    38    39  2  41  

工事第二課    1    25    26  5  31  

補 修 課    1    21    22  3  25  

豊島工区        3    3  1  4  

板橋工区        3    3  1  4  

練馬工区        3  2  5  1  6  

石神井工区        3    3  1  4  

   計  4  5  59  102  2  172  30  202 

   

補   修   課   

     

  

  

工    区   
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Ⅱ  事  業  費 

１ 令和７年度執行予定額 

令和７年度執行予定額は、道路関係33,236,095千円、河川関係10,963,156千円、計44,199,251千円であ

り、令和６年度執行予定額に比較すると3,339,515千円8.1％の増となっている。 

令和７年度執行予定額の内訳及び事業別・工種別構成比は次のとおりである。 

⑴  事業費内訳表 
（単位：千円） 

科   目 
令 和 ７ 年 度 執 行 予 定 額 

工  事 用  地 そ の 他 計 

道 路 関 係 8,875,521 11,940,000 12,420,574 33,236,095 

 

維 

持 

管 

理 

費 

道 路 管 理 費   23,000 23,000 

道 路 維 持 費 539,942  1,230,110 1,770,052 

橋 梁 維 持 費 315,900  18,000 333,900 

道 路 補 修 費 2,725,944  207,523 2,933,467 

橋 梁 整 備 費 467,161  342,370 809,531 

就 業 促 進 費   53,112 53,112 

小   計 4,048,947  1,874,115 5,923,062 

建 

設 

費 

道 路 整 備 費 236,000 27,000  263,000 

街 路 整 備 費 3,839,800 11,542,000 7,274,200 22,656,000 

橋 梁 整 備 費   29,000 29,000 

用 地 会 計     

小   計 4,075,800 11,569,000 7,303,200 22,948,000 

交 通 安 全 施 設 費 750,774 371,000 3,243,259 4,365,033 

河 川 関 係 7,934,360 1,035,000 1,993,796 10,963,156 

 

維
持
管
理
費 

河 川 維 持 費 33,500  85,500 119,000 

河 川 防 災 費 81,160  4,500 85,660 

河 川 環 境 整 備 費 60,000  5,000 65,000 

水 防 費     16,000  3,796 19,796 

小    計 190,660  98,796 289,456 

建 

設 

費 

中 小 河 川 整 備 費 7,107,700 1,035,000 1,847,000 9,989,700 

高 潮 防 御 施 設 費 636,000  48,000 684,000 

用 地 会 計     

小   計 7.743,700 1,035,000 1,895,000 10,673,700 

合     計 16,809,881 12,975,000 14,414,370 44,199,251 
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２ 令和６年度執行額 

令和６年度執行額は、道路関係16,437,937千円、河川関係9,685,060千円、計26,122,997千円であり、そ

の内訳及び事業別・工種別構成比は次のとおりである。 

⑴  事業費内訳表 
（単位：千円） 

科   目 
令 和 ６ 年 度 執 行 額 

工  事 用  地 そ の 他 計 

道 路 関 係 5,128,826 6,193,207 5,115,904 16,437,937 

 

維 

持 

管 

理 

費 

道 路 管 理 費   17,787 17,787 

道 路 維 持 費 455,649  1,196,526 1,652,175 

橋 梁 維 持 費 278,382  22,787 301,169 

道 路 補 修 費 2,684,466  149,564 2,834,030 

橋 梁 整 備 費 285,902  34,531 320,433 

就 業 促 進 費   48,950 48,950 

小   計 3,704,399  1,470,145 5,174,544 

建 

設 

費 

道 路 整 備 費 218,285  6,794 225,079  

街 路 整 備 費 822,113 6,038,794 1,958,711 8,819,618 

橋 梁 整 備 費   9,413 9,413 

用 地 会 計     

小   計 1,040,398 6,038,794 1,974,918 9,054,110 

交 通 安 全 施 設 費 384,029 154,413 1,670,841 2,209,283 

河 川 関 係 7,868,341 879,999 936,720 9,685,060 

 

維
持
管
理
費 

河 川 維 持 費 2,950  31,939 34,889 

河 川 防 災 費 40,700  9,579 50,279 

河 川 環 境 整 備 費 54,027  7,447 61,474 

水 防 費   2,831 2,831 

小    計 97,677  51,796 149,473 

建 

設 

費 

中 小 河 川 整 備 費 7,770,664 879,999 852,902 9,503,565 

高 潮 防 御 施 設 費   32,022 32,022 

用 地 会 計     

小   計 7,770,664 879,999 884,924 9,535,587 

合     計 12,997,167 7,073,206 6,052,624 26,122,997 
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Ⅲ  道路の管理（管理課・補修課所管） 

 

道路の管理は、事務的管理と施設の維持補修に大別される。 

前者は道路の認定・区域決定・供用開始、道路の占用・行為の制限、監督処分及び道路台帳・地下埋設物

台帳の整備保管並びに道路区域の調査、所有権境界の確定などである。 

後者は、既存道路施設を常時良好な状態に保持するために行う工事及び作業であるが、管理瑕疵のないよ

う維持補修に努めるのみでなく、沿道環境の改善を図っている。 

これらの概要は次のとおりである。 

 

１１    道道路路のの管管理理  

（（１１））道道路路のの管管理理事事務務  

管内にある道路のうち、当所が管理している都道は26路線、延長約119km、面積約2,536千㎡で、（表１

参照）これらの事務管理は次のように行っている。 

 

① 道路の区域決定及び供用開始 

道路を新しく造る時の区域決定や拡幅改良したときの区域変更及び完成した道路に人や車を通すとき

の供用開始等については、道路の範囲を明確にして一般住民に知らせることが必要であることから、告

示している。そのため必要となる関係図書の調製を行っている。 

 

② 共  同  溝 

当所所管の共同溝は、「東池袋共同溝」（延長591ｍ）都道音羽池袋線（豊島区南池袋四丁目～同二丁

目地内）と、「西池袋共同溝」（延長1,364ｍ・豊島区との共用管理）都道池袋谷原線（豊島区西池袋三

丁目～同区要町一丁目地内）の２箇所である。 

 

③  駐車場（東京都板橋四ッ又駐車場） 

板橋四ッ又駐車場は、平成14年４月に開設した道路法上の有料自動車駐車場で、板橋区内の都道環状 

第６号線に設置され、構造は地下二層自走式で、収容台数は200台である。 

首都高速王子線及び放射第９号線支線１の建設に併せ、都としては初めての道路法上の有料駐車場と 

して整備・供用したもので、本体構造は首都高速道路の橋脚の基礎にもなっている。 

周辺地域には、地下鉄都営三田線「板橋区役所前駅」、板橋区役所、板橋警察署等の公共施設及び商 

店街が集中し、駐車場需要が非常に高いため、この駐車場の果たす役割は大きい。 

なお、駐車場の料金徴収等の業務は、道路管理部との協定に基づき(公財)東京都道路整備保全公社が 

指定管理者として行っている。 

 

④ 道路台帳等の整備 

道路台帳は道路に関する基礎的事項を総括的に集約したもので、道路の管理に当たって最も重要な図

書である。道路管理者は、道路法第28条に基づき、1)道路台帳平面図及び調書、2)地下埋設物台帳平面

図及び調書、3)道路敷地構成図及び調書を調製して、保管を適正に行い、住民の閲覧に供している。 

道路台帳平面図、地下埋設物台帳平面図及びそれぞれの調書はほぼ完成し、現在は補正段階に入って

いるが、道路敷地構成図は現在整備途上にあり、現在の整備率は、約93％である。 
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大震災等により道路に被害を受けた場合、道路の復旧が都市復興事業の要となることから、道路位置

を正確に現地に復元、明示できるように道路区域の境界点を座標化した道路敷地構成図の早期整備をめ

ざしている。 

令和６年度の処理件数 

(ｲ)  地下埋設物台帳平面図及び調書の補正    1件   9,060ｍ 

(ﾛ) 道路敷地調査測量             1件   1,270ｍ 

(ﾊ) 台帳平面図等の閲覧          2,029件 

 

⑤  境界確定及び道路区域の標示 

当所では、都道に隣接する土地所有者から当該土地と都道敷との境界を確定したいとの申し出があっ 

た場合、土地境界確認・確定申出書の提出により、道路台帳等の資料をもとに現地で立会い境界確定し 

ている。 

また、沿道関係者から道路法第18条に基づく道路区域の標示願が出された場合は、調査・立会のうえ 

現地標示をし、さらに、標示箇所の証明の請求があった場合は、図面をもって行っている。 

こうして確認・確定された境界点及び上記の台帳整備のための測量の基準点・境界点については、占 

用工事等による紛失・移動がないよう保全に努めている。 

 

令和６年度の処理件数 

(ｲ)  境界確定                            82件  1,195ｍ 

(ﾛ)  道路区域線の標示並びに区域証明        7件   193ｍ 

 

⑥  道路の幅員証明 

都道に面して車庫などを設置する時に必要な道路幅員の証明を行っている。 

令和６年度の処理件数               13件 

 

⑦  その他の事務 

(ｲ)  道路管理権に基づく行政指導 

(ﾛ)  交通事故等による道路損傷の調査及び原状回復の指導 

 

（（２２））占占用用等等のの許許認認可可及及びび指指導導  

道路は、本来一般交通の用に供されるものであるが、近年では、その本来の交通機能のほかに電気・上

下水道・ガス・電気通信等のライフライン施設を始めとする多様な物件、施設が道路の上下にわたって収

容されている。これらの道路使用形態を占用と言い、道路本来の機能を害することのないよう占用許可制

度を通じて許可すると共に、これに伴う占用料を徴収している。（表２－１参照） 

また、これらの占用には道路の掘削工事が伴うことになるが、工区の指導のもとに施工させ、原則とし

て占用者の負担で原形復旧させている。この場合、監督事務費を徴収している。（表２－２参照） 

上記のほか、足場仮囲い・袖看板等の一般占用についての基準適合物件の許可及び占用料の徴収、道路

管理者以外の者の行う道路切下げ等の自費工事や沿道掘さくに対する承認、指導監督を行っている。その

際に占用工事等による道路の損傷を防止するため、その施工方法、特に復旧工事の設計・監督について、

各事業者に対し適切な技術指導を実施している。（表２－３参照） 
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（（３３）） 道道  路路  監監  察察  

既存道路の適正な使用を図るため、下記事項についてパトロールによる監察指導を行っている。 

なお、道路の上空にある袖看板等については、占用許可を受けていないものや基準に適合しないものに

ついて是正を図ってきた。局全体として看板の適正化を一層推進する旨の方針が出されており、当所にお

いても申請促進や是正指導など適正化に向けて取り組んでいる。 

（表３－１及び２参照） 

① 路線パトロールによる不良箇所の早期発見 

② 道路上工事の監察 

③ 不法占用物件の警告、指導、排除 

④ 道路損傷行為の取締まり 

⑤  車両制限令に違反する通行車の指導及び取締まり（制限道路は１路線） 

 

（（４４））道道路路工工事事調調整整  

道路の占用工事（生活に不可欠なガス、電気、電話、上下水道等の公益施設の新増設及び維持補修工事）

や道路工事の計画を調整することにより、道路の不経済な掘り返し防止と円滑な道路交通の確保並びに事

故の防止を図っている。 

具体的には、道路管理者、交通管理者及び占用企業者等で構成される調整会議を開催し、年間計画をも

とに施工時期、場所、工法、工期等の調整を行っている。（表３－３参照） 

また、東京都区部における交通の円滑化を図るため、区部の一般国道及び都道における車線規制を伴う

路上工事について、路上工事の縮減や特定時期に集中する工事の平準化に取り組んでいる。 

 

（（５５）） 先先行行取取得得用用地地等等のの管管理理  

先行取得用地のうち、直近時に事業着手計画がないものについては、遊び場等として一時開放している。 

①  先行取得地 

外環の２ほか         ４路線       5,165.45㎡ 

      

②  使用許可及び使用承認状況 

補助第240号線ほか２路線 

子供の遊び場          ２箇所        3,200.17㎡ 
区 道 敷 地     １箇所      281.17㎡ 

駐 車 場     １箇所     501.11㎡ 

計                           3,982.45㎡ 

  

（（６６））  東東京京ふふれれああいいロローードド・・ププロロググララムム  

道路の美化活動を通じて、地域住民や企業が道路への親しみや愛着を持ち、道路利用のモラルの向上と

快適な道路環境づくりを目指す目的で、平成14年度に始まった。 

東京都と地域住民・団体等との協働により、日常の道路清掃や植栽の手入れなどが行われている。令和  

６年５月現在、当所管内では１１団体が活動している。 

  

  

－ 10 － － 11 －



- 12 - 
 

  

（（７７））管管内内道道路路現現況況  

表１  管内管理道路区別延長面積 

（R6.4.1現在） 

道路別 

区 別 
主要地方道 

一般都道 

特例都道 
合 計 

豊島区 
延長ｍ 8,997 7,039 16,036 

面積㎡ 266,928 181,900 448,828 

板橋区 
延長ｍ 9,034 18,185 27,219 

面積㎡ 266,549 469,346 735,895 

練馬区 
延長ｍ 36,388 39,503 75,891 

面積㎡ 703,857 647,652 1,351,509 

計 
延長ｍ 54,419 64,727 119,146 

面積㎡ 1,237,334 1,298,898 2,536,232 

◎ 路線別は巻末〈参考〉に掲載      
  

（（８８））道道路路管管理理（（事事務務的的処処理理））令令和和６６年年度度実実績績  

表２－１ 道路占用処理実績表 

（単位：円） 

種      別 
許可等 

総件数 

占用料調定額 
備   考 

調定件数 調定額 

企 

業 

占 

用 

東京電力パワーグリッド㈱ 285 37 234,742,084   

東京ガス㈱ 150 33 127,158,710   

ＮＴＴグループ 149 26 178,872,748   

その他第一種電気通信事業者 59 47 18,560,509   

水道事業者 198 - -   

下水道事業者 129 - -   

その他 124 - - 交通事業者等 

計 1,094 143 559,334,051   

一 

般 

占 

用 

看板 1,369 345 103,513,000   

日除け 66 66 705,180   

商品置き場等(宝くじ･靴みがき含む） 11 4 35,952   

工事用施設 281 281 56,166,448   

その他 793 105 107,647,155  

計 2,520 801 268,067,735   

合   計 3,614 944 827,401,786  

＊  占用料調定額：継続分等の調定額を含む 
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表２－２ 監督事務費処理実績表   

                           (単位：円） 

種     別 許可件数 
事務費調定 

備   考 
件数 金額 

東京電力パワーグリッド㈱ 123 21 4,598,891  

東京ガス㈱ 133 12 14,945,601  

ＮＴＴグループ 66 12   651,074  

水道局 146 43 22,274,179  

下水道局 99 17 3,508,813  

東京地下鉄㈱ - - -  

その他 1 1 11,420  

合   計 568 106 45,989,978  

事務費調定の件数は、会計処理上の調定件数である。 

 

表２－３ 自費工事・沿道掘削事務処理件数 

自 費 工 事 143 

沿 道 掘 削 30 

合   計 173 

  

（（９９））道道路路監監察察令令和和６６年年度度実実績績  

表３－１ 路 線 監 察 

路 線 監 察 

総 延 長 数 

道路不良箇所 

発  見  数 

禁 止 行 為 の 

取 締 件 数 

放置自動車の

撤 去 台 数 

放置自転車の

撤 去 台 数 

放置バイクの

撤 去 台 数 

Km 

14,787 

件 

5 

件 

2,351 

台 

0 

台 

427 

台 

0 

 

表３－２ 道路上工事監察 

監
察
内
容 

   

占
用
者 

 

監
察
箇
所
件
数 

指

導

件

数 

指 導 内 容 

掘
削
に

関
す

る
こ
と 

復
旧
に

関
す

る
こ
と 

路
面
覆

工
に

関
す
る
こ
と 

保
安
施

設
に

関
す
る
こ
と 

そ
の
他 

管 理 者 工 事 3 4 0 0 0 2 2 

承 認 工 事 0 0 0 0 0 0 0 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 1 1 0 0 0 1 0 

水 道 局 6 10 0 0 0 5 5 

下 水 道 局 0 0 0 0 0 0 0 

東 京 メ ト ロ 0 0 0 0 0 0 0 

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱ 2 0 0 0 0 0 0 

東 京 ガ ス ㈱ 0 0 0 0 0 0 0 

区 市 町 村 0 0 0 0 0 0 0 

そ の 他 0 0 0 0 0 0 0 

計 12 15 0 0 0 8 7 
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表３－３ 施工者別道路工事調整件数及び延長 

 
道路管理者 水道局 下水道局 

東日本電

信電話㈱ 

東京電力 

パワーグリ

ッド㈱ 

東京ガス㈱ その他 計 

主要路線 
件 数 51 49 28 17 45 11 36 237 

延長(m) 22,043 8,330 5,937 4,954 15,558 811 10,314 67,947 

主要外 

路  線 

件 数 75 80 31 16 48 21 62 333 

延長(m) 30,823 19,010 6,284 4,240 12,507 2,264 12,310 87,438 

計 
件 数 126 129 59 33 93 32 98 570 

延長(m) 52,866 27,340 12,221 9,194 28,065 3,075 22,624 155,385 

 
 
＊当所所管の主要路線は、明治通り、山手通り、青梅街道、目白通り、本郷通り、環七通り、新目白通り、 

環八通り、笹目通り、音羽･池袋線の計10路線である。また、主要外路線とは、要町通りほか計31路線である。 

 

＊上記工事調整件数は、令和７年度道路工事調整会議（年間分）で調整され、決定した工事件数である。 

なお、下記に道路工事調整会議の調整対象から除外される、一定規模以下の工事について、令和６年度に 

承認した件数を参考として示した。 

 
 

参考 ： 道路工事調整対象除外工事件数                                  （令和６年度実績） 

 

 
水道局 下水道局 

東日本電

信電話㈱ 

東京電力 

パワーグリ

ッド㈱ 

東京ガス㈱ その他 計 

件   数 158 109 116 188 141 52 764 

 

＊道路工事調整会議の調整対象から除外される、一定規模以下の工事とは、概ね、掘削延長が車道３ｍ以下、 

歩道30ｍ以下で、かつ、実工事日数が７日以内の工事であり、沿道の建築物等への供給工事が主である。 
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２２  道道路路のの維維持持補補修修  

（（１１））概概要要  

道路は、都民生活を支える最も基礎的な都市基盤である。 

当事務所は、その機能を２４時間、365日確保するため、路面の補修や、橋梁やトンネル等の点検・補修、

街路灯の更新、道路の巡回や清掃などを適時適切に実施している。 

また、近年、道路とその空間に求められるニーズの高度化・多様化が進んでおり、道路騒音や大気汚染

の低減、道路緑化の健全化、自転車通行空間の整備、無電柱化、バリアフリー化など道路機能の向上を   

目指した取組を同時に進めている。 

さらに、過去の震災や昨今の激甚化する自然災害に対して、道路の果たす避難路や緊急輸送路としての

重要性が再認識されたことを踏まえ、道路の無電柱化や危機管理体制の強化を進めている。 

 

（（２２））道道路路のの巡巡回回点点検検とと維維持持工工事事  

道路の舗装及び防護柵、街路灯等の附属物は、経年による劣化、交通事故等による損傷が常に発生して

おり、日常の点検と時宜を得た維持補修が不可欠である。また、要望・苦情への迅速な対応が必要である。

そのため、道路巡回による点検と応急措置、道路維持工事による早期復旧に努めている。 

 

（（３３））路路面面のの補補修修  

道路の路面は、走行性の低下や騒音・振動の発生を防止・抑制するため、定期的に補修する必要がある。 

当事務所では、各路線や地域の特性を踏まえ、各種の路面補修を実施している。 

具体的には目白通りや環七通り等の交通量の多い路線では、騒音低減機能が特に高い二層式低騒音舗装

を実施するとともに、豊島区内ではヒートアイランド対策として路面温度の上昇を抑制する遮熱性舗装を

実施している。 

令和７年度の事業箇所は以下のとおりである。 

   ・路面補修： 特439号線千川通り（練馬区中村北二丁目から同区貫井一丁目）外３０箇所 

          うち、二層式低騒音舗装 主24号線目白通り（練馬区谷原五丁目から同区三原台一丁

目）、遮熱性舗装 特441号線要町通り（豊島区要町一丁目から同区要町二丁目） 

 

（（４４））橋橋梁梁ややトトンンネネルル等等、、道道路路施施設設のの維維持持補補修修  

橋梁やトンネル等の道路施設については、日常点検や５年に１度に実施する定期点検の結果等を踏まえ、

維持工事や塗装工事を順次実施している。 

また、施設の高齢化を受けて主要橋梁の長寿命化工事を進めるなどの予防保全型管理に取り組んでいる。 

令和７年度の事業箇所は以下のとおりである。 

・橋梁の長寿命化：みのわ陸橋 主８号線目白通り（練馬区谷原五丁目） 

板橋中央陸橋 主318号線環七通り（板橋区東山町１３から南常盤台一丁目） 

 

（（５５））街街路路灯灯やや道道路路施施設設等等のの維維持持補補修修  

管内の道路には約9,000灯の街路灯、トンネル・共同溝等道路施設には多様な電気・機械設備が存在する。

また、沿道環境対策設備として大和町交差点（環七通り）、板橋相生陸橋（環八通り）、北町若木トンネ

ル（環八通り）の３箇所に大規模大気浄化施設も備えている。その機能を適切に維持するため、各施設の

特性を踏まえつつ定期的に点検・更新を進めている。 
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道路照明の更新にあたっては、ＬＥＤ照明の導入など設備の省エネ化をあわせて実施している。 

令和７年度の事業箇所は以下のとおりである。 

 ・主要設備の更新・改修：練馬春日町トンネル 環八通り外５箇所 

 ・道路照明のＬＥＤ化：所管内道路各所 

 ・駐車場設備改修：板橋四ツ又駐車場 主317号線山手通り（板橋区板橋二丁目） 

 

（（６６））街街路路樹樹やや緑緑地地等等のの維維持持・・育育成成  

街路樹については、道路の植樹帯や緑地の刈込、除草、清掃など継続的な維持管理を行うとともに、   

街路樹の健全性を把握する街路樹診断を実施し、快適な環境の保全や安全な道路空間の確保に努めている。

また、補植、植え替え、植樹帯の改修や樹種ごとの樹形を考慮した剪定を行い、樹勢を維持することで、   

道路景観の向上を図っている。なお、植え替え時には、高木の常緑化も予定をしている。 

令和７年度の事業箇所は以下のとおり予定している。 

・街路樹診断：特439号線千川通り（練馬区冨士見台二丁目から同区上石神井一丁目）外１７路線 

約2,400本 

 

（（７７））道道路路のの無無電電柱柱化化  

無電柱化については、防災性や景観の向上等を目的として、「東京都無電柱化計画（改定）（令和３年

６月）」等に基づき、緊急輸送路として重要な位置を占める環七通りや目白通り等を対象に整備を推進し

ている。 

令和７年度の事業箇所は以下のとおりである。 

・電線共同溝整備：環七通り（南常盤台）外１７箇所 

 

（（８８））自自転転車車通通行行空空間間のの整整備備  

自転車通行空間の整備については、自転車と歩行者、自動車がともに安全で安心して通行できる道路  

空間を実現するため、「東京都自転車通行空間整備推進計画（令和３年５月）」等に基づき、自転車事故

の発生状況や道路幅員の現状等を踏まえ、特439号千川通り等を対象に整備を推進している。 

令和７年度の事業箇所は以下のとおりである。 

・自転車通行空間整備：特443号線（練馬区光が丘五丁目） 

 

（（９９））道道路路ののババリリアアフフリリーー化化  

道路のバリアフリー化事業では、「第２次東京都道路バリアフリー推進計画（令和７年３月）」等に基

づき、段差の解消、勾配の改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置、歩道の連続化、歩道の平坦性の確保

などを進めている。令和７年度は、主24号線大泉街道などで工事を実施している。 

 

（（1100））地地震震やや雪雪害害等等へへのの備備ええ  

道路を管理する上で、震災、雪害、風水害への対応は非常に重要な課題である。 

当事務所では、地震時の瓦礫等の除去に関しては３８社、除雪に関しては２６社の地元企業と、緊急時

の協力体制に関する協定を結び、危機管理の充実を図っている。 

災害時の緊急道路障害物除去作業等について管内各区と連携しつつ危機管理への備えをしている。 
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（（1111））令令和和７７年年度度工工事事予予定定一一覧覧表表  

 

科  目 種  別 施行予定箇所 備     考 

道路維持費 

道 路 維 持 工 事 豊島工区、板橋工区、練馬工区、石神井工区管内  

道 路 浚 渫 等 
豊島工区、板橋工区、練馬工区、石神井工区管内ほ

か（巡回委託を含む） 
 

排 水 場 、 共 同 溝 、 

大 気 浄 化 施 設 保 守 
共同溝保守委託ほか  

緑 地 保 護 管 理 豊島工区、板橋工区、練馬工区、石神井工区管内   

そ の 他 管内道路附属物（防護柵等）清掃委託ほか  

橋梁維持費 

橋 梁 維 持 工 事 雑司ヶ谷歩道橋維持工事（塗装）ほか  

そ の 他 橋梁しゅんせつ  

道路補修費 

路 面 補 修 工 事 
特439号線千川通り（練馬区中村北二丁目から同区貫

井一丁目）ほか 

 

 

道路施設整備工事 

向原・小竹トンネル非常警報設備改修、板橋相生陸

橋受変電設備改修、北町若木トンネル換気設備分解

整備、板橋四ツ又駐車場設備改修、街路灯改修ほか 

 

道 路 緑 化 の 推 進 街路樹診断  

橋梁整備費 橋 梁 整 備 工 事 みのわ陸橋長寿命化工事ほか  

交通安全施設費 

無 電 柱 化 の 推 進 電線共同溝設置工事１件、委託工事 4 件  

自 転 車 特 443 号線 自転車通行空間整備工事  

そ の 他 区画線設置工事  
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（（1122））令令和和６６年年度度工工事事実実績績一一覧覧表表  

 

科  目 種  別 施行箇所 備     考 

道路維持費 

道 路 維 持 工 事 豊島工区、板橋工区、練馬工区、石神井工区管内  

道 路 浚 渫 等 
豊島工区、板橋工区、練馬工区、石神井工区管内ほ

か（巡回委託含む） 
 

排水場、共同溝、大

気 浄 化 施 設 保 守 
共同溝保守委託ほか  

緑 地 保 護 管 理 豊島工区、板橋工区、練馬工区、石神井工区管内  

そ の 他 管内道路附属物（防護柵等）清掃委託ほか  

橋梁維持費 

橋 梁 維 持 工 事 千登世歩道橋維持工事（塗装）ほか  

そ の 他 橋梁しゅんせつ  

道路補修費 

路 面 補 修 工 事 
主 311 号線環八通り 練馬区春日町五丁目から春日

町二丁目ほか 
 

道路施設整備工事 

練馬春日町トンネル非常警報・直流電源装置改修、

板橋四ツ又駐車場設備改修、街路灯改修工事、谷原

排水場自家発電設備改修工事ほか 

 

道 路 緑 化 の 推 進 街路樹診断   

橋梁整備費 橋 梁 整 備 工 事 みのわ陸橋長寿命化工事  

交通安全施設費 

 

無 電 柱 化 の 推 進 電線共同溝設置工事１件、委託工事 3 件  

自 転 車 特 439 号線千川通り 自転車通行空間整備工事ほか  

そ の 他 区画線設置工事  
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Ⅳ  道路の建設（用地課・工事第一課所管） 

 

道路は円滑な交通を確保し、地域の安全性、利便性の向上、安全な避難路、延焼遮断帯などによる防災性

の向上、また、上下水道、電気、ガス等のライフラインを収容し、地域の生活を支える生活基盤として重要

な都市施設である。さらには、地域の活性化、都市景観、都市環境の向上に大きな効果が期待されている。 

しかしながら管内の都市計画道路をはじめとする道路の整備率は低い水準にあり、地元からはその整備促

進の要望が多く出されている。 

管内の都市計画道路の整備率は59.9%(豊島区65.4%、板橋区68.5%、練馬区52.0%)(令和6年3月31日現在)で、

23区の平均66.2%と比較しても低く、特に練馬区の整備が遅れている。 

現在、道路整備事業1路線(2箇所)、街路整備事業12路線(18箇所)、交通安全施設事業(歩道整備)3路線   

(3箇所)、(交差点すいすい)2路線(2箇所)で事業を進めている。 

また、街路整備事業のうち、木造家屋が密集する整備地域の防災性向上を目的に整備を進めている「特定

整備路線」は5路線(8箇所)で事業を進めており、令和12年度（2030年度）までに整備する予定である。 

 

 

－ 18 － － 19 －



 

１１  道道路路整整備備事事業業  

（（１１））放放射射７７号号線線（（大大泉泉））  

放射７号線は、千代田区九段北一丁目を起点とし、文京区を通過、練馬区西大泉五丁目を終点とする

延長19.3kmの都市計画道路で、都心部と多摩地域を東西に結ぶ重要な骨格幹線道路である。 

当事務所では、練馬区大泉学園町二丁目から西大泉五丁目までの延長2,000ｍ（計画幅員25ｍ）の区間

について、平成16年度に事業説明会及び現況測量、平成17年度に用地測量を行い、平成18年 7月に事業

認可を受け事業に着手している。 

また、西東京市で平成27年8月に開通した西東京 3・ 3・14と繋がることで、東京外かく環状道路や多

摩南北道路の調布保谷線と連絡し、多摩地域との連携が一層、強化される。 

《用 地 関 係》 

・平成18年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約98％取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成22年度は、一部の区間で搬入路整備工事を実施した。 

・平成23年度は、排水管工事を実施した。（主24から終点間の内、約400mを歩行者通路として平成23年6

月に一般開放） 

・平成24年度～29年度は、街路築造工事、電線共同溝工事、排水管工事を実施した。 

（歩行者通路として、大泉学園通りから約240mを平成29年1月に一般開放、西大泉五丁目付近の約375ｍ 

を平成29年11月に一般開放） 

・平成30年度〜令和5年度は、街路築造工事、電線共同溝工事、排水管工事、道路照明設置工事、防護柵設置

工事を実施した。 

  ・令和6年度は、街路築造工事、補償代行工事を実施した。 

  ・令和7年2月に主24から福泉寺通りまでの約1km区間について、暫定交通開放した。 

    ・令和7年度は、大泉学園通りから主24までの街築工事を予定している。 

 

 

 

 

 

計画標準断面図 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（２２））放放射射７７号号線線・・補補助助１１３３４４号号線線  （（谷谷原原交交差差点点））  

放射 7号線（目白通り）と補助134号線（笹目通り）の交差する谷原交差点（練馬区谷原一丁目～高野

台四丁目）は、都内でも交通混雑の著しい交差点として地元、各関係機関よりその改善が強く求められ、

昭和58年11月に放射7号線と補助134号線の立体交差の整備が完了している。 

その後、関越自動車道の全線開通による交通量の増加に対処するため、昭和59年 2月に東京都、練馬

区、警視庁及び関係部局を含めた「谷原交差点付近交通処理対策検討委員会」を設置し、交差点前後の

拡幅を主体とする整備計画を作成し、昭和60年 1月から用地取得及び街路築造工事を進めている。 

《用 地 関 係》 

・昭和60年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約59％取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・昭和60年10月の関越自動車道の全線開通に合せＡブロックの暫定拡幅工事を実施し、引き続きＢ・Ｃ

ブロックの暫定拡幅工事、それに伴う歩道橋の架替工事（スロープ化）を実施した。 

・昭和61年度〜平成5年度は、Ｇ・Ｅブロックの暫定拡幅工事、Ａ・Ｇブロック間の歩道橋架替工事等を

実施した。 

・平成5年度～平成8年度は、Ｇ・Ｅブロック間の歩道橋架替工事、Ｅブロックの暫定拡幅整備工事等を

実施した。 

・平成9年度〜平成11年度は、Ｄ・Ｅブロック間及びＢ・Ｃブロック間の歩道橋架替工事等を実施した。 

・平成19年度は、Ｄブロックの暫定拡幅整備工事を実施した。 

・令和3年度から令和4年度にかけて、F ブロックの暫定拡幅整備工事を実施した。 

 
ＮＮ

ＧＧﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ ＡＡﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ

谷原二丁目 谷原一丁目

ＢＢﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ　　（街路整備費）

ＦＦﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ GS

←← 至関越自動車道　　　 放射７号線〈目白通り）

ＣＣﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ
高野台四丁目 高野台二丁目

ＥＥﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ ＤＤﾌﾌﾞ゙ﾛﾛｯｯｸｸ
（都民協働推進費）

補助134号

至南田中

至目白→

至笹目橋
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（（３３））放放射射９９号号線線（（西西巣巣鴨鴨））国国道道1177号号  

放射９号線は、千代田区大手町一丁目を起点とし、文京区、豊島区を通過、板橋区舟渡三丁目を終点

とする延長14.0kmの都市計画道路で、都心部から埼玉県に至る重要な骨格幹線道路である。 

当事務所では、豊島区巣鴨三丁目から西巣鴨四丁目までの延長約1,350ｍの区間について、Ⅰ期（西巣

鴨三丁目～四丁目・延長400ｍ）、Ⅱ期（巣鴨四丁目～五丁目・延長485ｍ）、Ⅲ期（巣鴨三丁目～５丁

目・延長465ｍ）の区間に分けて昭和63年度より拡幅整備を行っており、Ⅰ期区間は平成22年度に完了し

た。 

Ⅱ期区間は、平成7年度早期に用地測量を行い同年11月に、Ⅲ期区間は、平成10年度早期に用地測量を

行い平成11年3月にそれぞれ事業承認を受け事業に着手しており、Ⅱ期区間は平成28年度に完了した。 

Ⅲ期区間は、引き続き用地取得や地元の街づくりの諸課題の検討、整備の方向性を策定するとともに

拡幅整備を進めている。 

《用 地 関 係》 

（Ⅲ  期）・平成11年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約89％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

（Ⅲ 期）・平成21年度は、上り線側の排水管工事を実施した。 

・平成22、23年度は、下り線側の排水管工事を実施した。 

・平成26年度は、上り線側の電線共同溝工事を実施した。 

・平成30年度は、電線共同溝工事を実施した。 

・平成31年度は、地蔵通り入口付近の暫定形街築工事及び歩道橋撤去工事を実施した。 

・令和２・３年度は、共同溝換気口移設工事、地蔵通り入口付近の電線共同溝工事及び暫定歩 

道整備工事を実施した。 

・令和４年度から令和５年度にかけて、暫定歩道整備工事を実施した。 

・令和５年度から令和６年度にかけて、暫定歩道整備工事を実施した。 

・令和７年度から令和８年度にかけて、暫定歩道整備工事を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例

27ｍ 6.5～8ｍ 6.5ｍ 
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40ｍ 
計画標準断面
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事業区間　L=４６５ｍ

銀行 信金

歩道橋

至　板橋 (撤去済)

至　日本橋
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（（４４））放放射射３３５５号号線線（（早早宮宮・・北北町町））  

放射３５号線は、練馬区豊玉中三丁目を起点とし、板橋区新河岸三丁目を終点とする延長8.5kmの都市

計画道路で、都心部から埼玉県に至る重要な骨格幹線道路である。川越街道（国道254号）から埼玉県境

まで約3.6㎞については新大宮バイパス（国道17号）として暫定供用されている。 

当事務所では、練馬区早宮二丁目から北町五丁目までの延長1,330ｍ（計画幅員40ｍ又は50ｍ）につい

て、平成15年度に現況測量、平成16年度に用地測量を行い、同年12月に事業認可を受け事業に着手して

いる。 

《用 地 関 係》 

・用地取得については、平成16年度から平成19年度まで道路整備保全公社に委託し、連携を図りながら

実施してきたが、平成20年度から第四建設事務所で執行しており令和6年度末までに約99％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成19年度より北町地区において工事に着手した。 

・平成24年度から、立体交差部の道路構造物築造工事に着手（環八通り交差部は除く、平成27年度まで）

した。 

・平成26年度から、北町地区の街路築造工事及び電線共同溝工事に着手した。 

・平成27年度から、環八通り交差部の立体交差部の道路構造物築造工事を着手（平成30年度まで）した。 

・平成28年度は、北町地区の歩行者通路を一般開放（①平成28年4月 約440m②平成29年1月 約170m）し

た。また、終点から川越街道間の国道事業用地において暫定道路築造工事に着手した。 

・平成30年度から、平和台地区の街路築造工事に着手した。 

・平成31年度は、環八通りから川越街道までの暫定交通開放（地上部往復2車線）に伴う街路築造工事を

実施し、令和2年3月に交通開放を行った。 

・令和2年度から、トンネル内の街路築造工事、道路排水設備工事に着手した。 

・令和3年度から、早宮地区の街路築造工事に着手した。 

・令和4年度から、トンネル設備工事及び電気室建築工事を実施し令和6年2月に平和台トンネルの暫定交

通開放を行った。 

・令和5年度から、横断歩道橋工事等に着手し、令和6年度から横断歩道橋エレベーター設置工事に着手

している。 

・令和7年度は、平和台地区で街路築造工事を予定している。 

練馬区一般区道42－220号線

補助第237号線

新大宮バイパス  至池袋

(一般国道17号） 至氷川台

　   

補235

　 　

放射第8号線
(川越街道） 早宮二丁目

田柄通り

Ｌ＝１，３３０ｍ  

 

 

事 業 区 間

至成増
 　

環状第8号線

　　至大宮

終点

起点

 用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（５５））放放射射３３５５・・３３６６号号線線（（小小茂茂根根・・早早宮宮））  

放射35号線は、練馬区豊玉中三丁目を起点とし、板橋区新河岸三丁目を終点とする延長8.5kmの都市計

画道路、また、放射36号線は豊島区要町一丁目を起点とし、練馬区早宮一丁目を終点とする延長4.3km

の都市計画道路で、池袋副都心から埼玉県に至る重要な骨格幹線道路である。 

当事務所では、板橋区小茂根四丁目から練馬区早宮二丁目までの延長1,970ｍについて、平成23年度に

用地測量を行い、同年12月に事業認可を受け事業に着手している。 

《用 地 関 係》 

・平成24年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約89％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成27年度は、一部埋蔵文化財調査（試掘）を実施した。 

・道路整備計画案については、平成29年7月から歩道検討会（計4回開催）や説明会、オープンハウスな

どを通じて地域の意見や要望を取り入れ作成した。 

平成30年3月 歩道整備計画案を沿道・周辺住民へ配布 

平成31年4月 オープンハウスにて道路整備計画案を掲示し意見・要望を確認 

令和元年11月 道路整備計画案について説明会及びオープンハウスを実施 

・平成29、30年度は、工事搬入路整備工事を実施した。 

・令和2年度から、石神井川橋梁の下部工事（令和5年度まで）を実施した。 

・令和3年度から、小茂根地区の排水管設置工事及び街路築造工事を実施した。 

・令和4年度から、石神井川橋梁の上部工事（令和5年度まで）を実施した。 

・令和5年度は、羽沢地区・桜台地区・氷川台地区の一部区間で排水管設置工事を実施した。 

・令和6年度は、羽沢地区・桜台地区の一部区間で排水管設置工事に着手した。 

・令和7年度は、羽沢地区・氷川台地区・早宮地区の一部区間で排水管設置工事を予定している。 
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（（６６））環環状状５５のの１１号号線線  

環状５の１号線は、渋谷区広尾五丁目を起点とし、新宿区、豊島区を通過、北区滝野川二丁目を終点

とする延長13.9kmの都市計画道路で、渋谷、新宿、池袋副都心を連絡する道路として、さらに地下鉄の

導入空間として公共交通を支える重要な骨格幹線道路である。 

当事務所では、豊島区高田三丁目から南池袋二丁目までの延長1,400ｍ（計画幅員30ｍ～40ｍ）の区間

のほか、豊島区上池袋一丁目から同区西巣鴨三丁目までの延長770ｍ（計画幅員27ｍ）について事業を

進めている。 

 

①① 環環状状５５のの１１号号線線〔〔雑雑司司がが谷谷〕〕  

本事業区間については、平成23年4月に平面から地下道路構造に都市計画決定（変更）し、同年10

月に事業認可（変更）を受け、暫定道路整備に続き地下道路整備に事業着手している。 

この整備により適切な道路ネットワークが形成され、池袋副都心周辺、特に池袋駅前の明治通りの

交通混雑緩和が期待されている。 

《用 地 関 係》 

・平成10年より用地取得に着手し、暫定道路整備に係る用地については平成22年度で取得を完了した。 

・平成24年度より地下道路整備に必要な用地取得を進め、令和6年度末までに66％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成14年度から埋蔵文化財調査に着手し、平成15年度に放射26号線（日出通り）から補助81号線間

の排水管工事を実施し、平成17年度に補助81号線から南側165ｍ区間の排水管工事を実施した。 

・平成18年度から沿道の利便性向上を図るため、放射26号線から460ｍ区間の暫定整備に着手し、平成

19年度から平成20年度にかけて残る530ｍ区間の暫定整備を実施した。 

・平成21年度から平成24年度も引き続き暫定整備工事を実施し、平成24年9月に整備を完了した。 

・平成24年度から、都電直下の東京都交通局に委託施行した区間の地下道路築造工事を実施している。 

・平成25年度から、千登世橋中・学習院の拡幅区間における道路擁壁築造工事及び補償代行工事を実

施した。 

・平成27年度から、豊島区役所前の地下道路築造工事を実施した。 

・平成28年度は、学習院の補償代行工事を実施した。 

・平成29年度は、明治通りの歩道切回し工事を実施した。 

・平成31年度は、千登世小橋橋台背面の地盤改良工事を実施した。 

・令和２年度は、目白通り交差部の地下道路築造（推進工法）に向けた立坑工事に着手した。 

・令和７年度は、引き続き立坑工事を進めるとともに、横断歩道橋工事を予定している。 

《地下鉄関係》 

・地下鉄副都心線の導入空間として、東京地下鉄(株)が平成13年 3月に工事施行認可を得て、用地取

得済箇所から埋蔵文化財調査に着手、平成14年度から工事着手、平成20年 6月14日に開業した。 

  

 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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②②  環環状状５５のの１１号号線線〔〔西西巣巣鴨鴨ⅠⅠ期期〕〕  

当該事業区間は、幅員約22ｍの道路を27ｍに拡幅整備するもので、区部環状方向の道路ネットワー

クを形成されるほか、自転車通行空間の整備や無電柱化により、安全で快適な歩行空間が整備され、

歩行者・自転車の安全性の向上が期待されている。 

平成29年度に事業及び測量説明会を実施し、令和４年４月25日に事業認可を取得した。 
《用 地 関 係》 

・令和6年度は2％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

 ・令和７年度は、早期の工事着手に向け、道路設計や関係機関との協議等を予定している。 
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（（７７））補補助助１１３３３３号号線線（（中中村村南南））  

補助１３３号線は、世田谷区桜丘一丁目を起点とし、板橋区赤塚六丁目を終点とする延長15.9kmの都

市計画道路で、環状方向の幹線道路の機能を補完する重要な路線である。 

当事務所では、中野区上鷺宮一丁目から練馬区中村北三丁目までの延長1,105ｍ（計画幅員16ｍ）の区

間について、整備を完了している中村北区間に続き、平成28年度に用地測量を行い平成29年10月に事業

認可を受け、事業に着手している。 

《用 地 関 係》 

・平成30年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約24％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・令和7年度は、引き続き道路設計や関係機関と協議等の実施を予定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画標準断面図 
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（（８８））補補助助１１７７２２号号線線（（早早宮宮））  

補助１７２号線は、豊島区南池袋一丁目を起点とし、練馬区谷原一丁目を終点とする延長9.1kmの都市

計画道路で、地域の幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、練馬区早宮三丁目地内の延長390ｍ（計画幅員16ｍ）の区間について、整備を完了して

いる春日町区間に続き、平成23年度に用地測量を行い平成24年6月に事業認可を受け、事業に着手してい

る。 

《用 地 関 係》 

・平成25年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約54％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成31年度は、起点側（早三通り側）の排水管及び電線共同溝工事を実施した。 

・令和２年度は、起点側（早三通り側）の街築工事を実施した。 

・令和７年度は、排水管設置、電線共同溝設置工事及び街路築造工事を予定している。 
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（（９９））補補助助２２３３００号号線線（（大大泉泉町町ⅠⅠ期期・・ⅡⅡ期期））  

補助２３０号線は、練馬区関町南四丁目を起点とし、練馬区光が丘三丁目を終点とする延長10.4kmの

都市計画道路で地域の幹線道路として重要な路線である。練馬区光が丘二丁目から笹目通りまで延長約

1.0㎞区間は、地下鉄大江戸線建設時の平成 3年度に整備が完了している。 

笹目通りから大泉学園通りまで延長約3.2㎞区間のうち、土支田通りまで延長約1.1㎞区間が、練馬区

施行の土地区画整理事業（平成17年 3月事業計画決定）と都市整備局施行の街路事業（平成18年 8月事

業認可）により整備が進められ、平成25年11月に交通開放した。 

当事務所では、練馬区大泉学園町七丁目から大泉二丁目までの延長2,100ｍ（計画幅員18ｍ）について、

平成10、11年度に現況測量、用地測量の一部を行った。地元及び関係機関との調整状況を踏まえ事業化

を見合わせていたが、練馬区北西部における交通の円滑化や、平成18年度から沿道地区まちづくり計画

の策定に向け地区ごとに練馬区と住民との協議会が発足したことを踏まえ、大泉町（Ⅰ期）区間として

平成19年度に土支田通りから外環まで（延長850m）、大泉町（Ⅱ期）区間として平成20年度に外環から

大泉学園通りまで（延長1,250m）の用地測量を再開し、大泉町区間については平成21年7月、大泉学園町

区間については平成22年 8月に事業認可を受け事業に着手している。なお、令和３年３月、大泉町（Ⅰ

期）区間のうち練馬区土支田三丁目から同区大泉町二丁目までの約200m区間について暫定交通開放した。 

《用 地 関 係》 

・Ⅰ期区間は令和6年度末までに約96％を取得した。 

・Ⅱ期区間は令和6年度末までに約73％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成26、27年度は、Ⅰ期区間において排水管及び暫定歩道舗装工事等を実施した。 

（土支田通りから別荘橋通りまでの一部区間を暫定歩道として平成27年4月に一般開放） 

・平成28～30年度は、Ⅰ期区間において引き続き排水管、電線共同溝工事、街路築造工事を実施した。 

・平成31年度から令和３年度にかけて、Ⅰ期区間において街路築造工事及び電線共同溝工事を実施した。 

・令和４年度は、Ⅰ期区間において仮設道路整備工事等を実施した。 

・令和５年度は、Ⅱ期区間において仮設歩道整備工事を実施した。 

・令和６年度は、Ⅰ期区間においては白子川橋梁の準備工事に着手した。 

・令和７年度は、Ⅰ期区間においては既契約工事の施工を進め、Ⅱ期区間においては仮設歩道整備工事

を予定している。 

 

 

計画標準断面
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((1100))  補補助助２２３３３３号号線線（（大大泉泉学学園園町町））  

 補助２３３号線は、練馬区大泉学園町四丁目を起点とし、練馬区大泉学園町九丁目埼玉県境を終点とす

る延長約1.5kmの都市計画道路で、都県境地域の連携を強化し適切な交通分散による周辺道路の混雑緩和

に寄与する重要な都市計画道路である。 

当事務所では、練馬区大泉学園町四丁目地内から大泉学園町八丁目までの区間約500ｍ（計画幅員25

ｍ）について、整備を完了している区間に引き続き、平成27年8月に事業認可を受け、事業に着手してい

る。 

   

《用 地 関 係》 

・平成28年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約47％を取得した。 

・令和7年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、引き続き設計や関係機関との協議・調整を進める。 
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（（1111））補補助助１１５５６６号号線線（（南南大大泉泉） 

補助１５６号線は、練馬区谷原五丁目を起点とし、練馬区西大泉一丁目を終点とする延長4kmの都市計

画道路で、練馬区北西部の道路ネットワークを形成する地域の幹線道路であるとともに、区部と多摩地

域の連携強化等を担う重要な路線である。 

当事務所では、練馬区東大泉四丁目から練馬区西大泉一丁目までの延長1.4km（計画幅員16ｍ）の区間

について、平成30年度から現況及び用地測量を行い令和3年度に事業認可を受け、事業に着手している。 

《用 地 関 係》 

・令和４年度より用地取得に着手し、令和６年度末までに約14％を取得した。 

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、引き続き設計や関係機関との協議・調整を進める。 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（1122））補補助助２２２２９９号号線線（（下下石石神神井井））  

補助第２２９号線は、練馬区旭丘一丁目を起点とし、練馬区関町南四丁目を終点とする延長約10.2km 

の都市計画道路で、地域交通の円滑化に効果のある重要な地域幹線道路である。 

当事務所では、練馬区下石神井四丁目から練馬区上石神井南町までの延長290ｍ（計画幅員20m）の区

間について、令和４年度から現況及び用地測量を行い令和５年度に事業認可を受け、事業に着手してい

る。 

 

《用 地 関 係》 

・令和６年度より用地取得に着手した。 

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、引き続き道路設計や関係機関との協議・調整を進める。 
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（（1133））補補助助１１３３３３号号線線（（向向山山））  

補助第１３３号線は、世田谷区桜丘一丁目を起点とし、板橋区赤塚六丁目を終点とする延長15.9kmの

都市計画道路で、環状方向の幹線道路の機能を補完する重要な路線である。 

当事務所では、整備を完了している中村北区間に続き、練馬区向山四丁目から同区春日町三丁目に至

る延長約1.2km（計画幅員16ｍ）の区間について、令和３年度に用地測量を行い、令和７年３月に事業認

可を受け、事業に着手している。 

《用 地 関 係》 

・令和７年度より、用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、引き続き、道路設計や関係機関との協議・調整を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業認可区間 延長約 1.2km  

春日町五丁目 
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（（1144））外外郭郭環環状状線線のの２２（（以以下下、、「「外外環環のの２２」」とといいうう。。））  

 外環の２は、世田谷区北烏山五丁目を起点とし、三鷹市、武蔵野市、杉並区を経て、練馬区東大泉二丁目

に至る延長約8.9㎞の都市計画道路である。都市高速道路外郭環状線（以下、「外環道」という。）の上部に

並行して位置し、外環道とともに広域的な都市計画道路ネットワークの一部となる重要な路線である。 

当事務所では、三環状道路整備推進部と相互に協力して下記の２区間で事業を進めている。 

  

①① 外外環環のの２２[[大大泉泉]]  

  練馬区石神井町八丁目から東大泉二丁目までの延長約1,000ｍ（計画幅員40ｍ～78ｍ）の区間について、

平成24年度から現況測量及び用地測量を行い、平成24年に事業認可を受け事業に着手している。 

《用 地 関 係》 

・平成25年度より用地取得に着手し、令和6年度末までに約82％を取得した。 

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、道路設計を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②② 外外環環のの２２[[石石神神井井台台１１期期]]  

練馬区石神井台三丁目から石神井町八丁目までの延長約950ｍ(計画幅員22ｍ)の区間について、令和３年

度に現況測量、令和５年度に用地測量を行い、令和５年度に事業認可を受け事業に着手している。 

《用 地 関 係》 

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

（三環状道路整備推進部より公益財団法人東京都道路整備 保全公社に委託） 

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、引き続き、道路設計や関係機関との協議・調整を進める 
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24ｍ 8ｍ 8ｍ 
7ｍ 7ｍ 

40ｍ 

この横断構成を基本に、幅員（40～78ｍ）や沿道利用、接続道路等の状況に応じて、各断面が変化します。 
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（（1155））主主要要地地方方道道千千代代田田練練馬馬田田無無線線（（８８号号））  

主要地方道８号線は、千代田区を起点とし、西東京市を終点とする都道で、都心から多摩方面に向か

う東西方向の主要な道路である。（通称道路名 目白通り、富士街道） 

当事務所では、練馬区石神井町三丁目から七丁目までの区間延長220ｍ、高野台四丁目から五丁目まで

の区間延長550ｍで拡幅整備を進めている。 

  

①① 主主要要地地方方道道千千代代田田練練馬馬田田無無線線（（８８号号））〔〔石石神神井井〕〕  

当該事業区間は、Ⅰ期区間（480ｍ）について昭和62年度に事業着手、平成 3年度に石神井公園駅北

口再開発事業と整合を図るため延長150ｍ延伸し、平成13年度に西武池袋線踏切までの延長175ｍを含

めⅡ期(1)区間として延長325ｍの拡幅整備を完了している。 

引き続き、西武鉄道池袋線（練馬高野台駅～大泉学園駅間）の連続立体交差事業の着手（平成19年5

月31日事業認可）に併せ、西武池袋線踏切から補助232号線までのⅡ期(2)区間延長140ｍについても平

成19年度に用地測量を行い平成20年度に事業着手し、平成23年度には連続立体交差事業による立体交

差化（踏切除却）に伴う補助232号線との交差点の交通の円滑化を図るため延長80ｍ延伸し、Ⅱ期(2)

区間合せて延長220ｍの範囲で拡幅整備を進めている。 

《用 地 関 係》 

・Ⅱ期(2)平成20年度より西武池袋線踏切から補助232号線までの延長140ｍ区間の用地取得に着手し、

平成29年度で取得を完了した。 

《工 事 関 係》 

・Ⅰ期 区間は平成12年度、Ⅱ期(1)区間は、平成20年度にそれぞれ完成した。 

・平成24年度は、Ⅱ期(2)の南側歩道内で排水管及び電線共同溝工事を実施した。 

・平成25年度は、Ⅱ期(2)で道路改修工事を実施した。 

・平成26年度は、Ⅱ期(2)で道路改修工事及び電線共同溝工事と練馬区石神井庁舎の補償代行工事を実施

した。 

・平成27年度は、Ⅱ期(2)で引き続き練馬区石神井庁舎の補償代行工事を実施した。 

・平成29年度は、設計や関係機関との協議を実施した。 

・平成30年度は、引き続き設計や関係機関との協議を実施した。 

・平成31年度及び令和２年度は、電線共同溝工事に向けて企業者工事を実施した。 

・令和３年度から令和４年度にかけて、電線共同溝工事を実施した。 

・令和６年度から令和７年度にかけて、街築及び舗装工事を実施している。 

 

 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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②②主主要要地地方方道道千千代代田田練練馬馬田田無無線線（（８８号号））〔〔高高野野台台〕〕  

当該事業区間は、平成8年度に事業説明会及び現況測量、平成9年度に用地測量を実施し、平成10年

度に事業着手し拡幅整備を進めている。 

なお、取得した事業用地の一部可能な区間については、地域交通の安全性、利便性の向上を図るた

め暫定的に歩行者等に開放している。 

《用 地 関 係》 

・平成12年度より用地取得に着手し、令和６年度末までに約92％取得した。 

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成19年度は、高野台四丁目の延長120ｍ区間で排水管工事を実施した。 

・平成20年度は、高野台四丁目の延長100ｍ区間で道路改修工事を、高野台五丁目の延長180ｍ区間で

排水管設置工事を実施した。 

・平成21年度は、高野台五丁目の延長200ｍ区間で、道路改修工事を実施した。 

・平成22年度は、高野台四丁目の延長130ｍ区間で、道路改修工事を実施した。 

・平成24年度は、高野台三丁目から五丁目の一部で道路改修工事を実施した。 

・平成27年度は、高野台四丁目の一部で道路改修工事を実施した。 

・平成28年度は、高野台四丁目の一部で道路改修工事を実施した。 

・令和２年度は、電線共同溝設計を実施した。 

・令和３年度から令和４年度にかけて、電線共同溝工事を実施した。 

・令和５年度は、排水管、電線共同溝及び街築工事を実施した。 

・令和６年度から令和７年度にかけて、電線共同溝工事を実施している。 

 

 

 

 
用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例

R6-7年度電共 L=320m 
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２２  特特定定整整備備路路線線  

特定整備路線は、「木密地域不燃化10年プロジェクト(※1）」において位置づけられたもので、「整

備地域(※2）」の防災性向上を図る東京都施行の都市計画道路であり、防災上の整備効果が高い28区間

25ｋｍを選定し、2020（令和2）年度までの完成を目指し整備事業を開始した。 

当事務所では、特定整備路線として補助73号線（池袋本町）など、7区間 約5.8kmが選定されている（事

業中の補助81号線（南池袋）を含む）。 

平成24年度末には、計画道路に掛かる土地所有者及び建物所有者を対象に「事前相談会」を開催し、

特定整備路線の整備促進策である「生活再建等への特別支援の内容」などを説明し、事業への理解を得

るとともに協力を要請している。 

平成25年度、平成26年度に「事業及び測量説明会」を開催し、現況測量と用地測量を進め、平成26年

度までにすべての特定整備路線の事業認可を取得し事業に着手している。 

現在は、令和7年3月策定の「防災都市づくり推進計画基本方針」により、2030年度全線整備を目標と

している。 

 

  ※1：「木密地域不燃化10年プロジェクト」 

東京都は、首都直下地震の切迫性や東日本大震災を踏まえ、都民の生命と財産や都市機能を守り、

木造住宅密集地域（以下「木密地域」という。）の改善を加速するため「木造地域不燃化10年プロ

ジェクト」実施方針を平成24年1月に策定した。 

この方針の目的は、震災時に特に大きな被害が想定される「整備地域」を10年間の重点的・集中

的な取組みにより「燃え広がらない・燃えないまち」にすることにある。 

〈主な取組み内容〉 

・延焼遮断帯を形成する主要な都市計画道路の整備促進（特定整備路線） 

・地元区と連携した市街地形成による不燃化促進（不燃化特区等） 

・地域における防災まちづくりの気運醸成 

  ※2：「整備地域」 

地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど、震災時の大きな被害が想

定される地域。東京都震災対策条例に基づき、「防災都市づくり推進計画」において指定している。 

－ 36 － － 37 －
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＜＜管管内内のの特特定定整整備備路路線線一一覧覧＞＞  

路路        線線        名名  箇箇                所所  所所在在区区  整整備備地地域域  
延延  長長  

    （（ｍｍ））  
事事業業認認可可日日  

① 
補助第８１号線 

（南池袋） 

豊）南池袋二丁目～南池袋四丁目 

（環状５の１～放射２６） 
豊島区 東池袋・大塚 260 H17.11.16 

② 
補助第２６号線 

（千早） 

豊）千早四丁目～要町三丁目 

（千早～放射３６） 
豊島区 

南長崎・長崎 

落合 
460 H25.10.28 

③ 
補助第２６号線 

（南長崎） 

豊）南長崎六丁目～長崎五丁目 

（補助２２９～補助１７２） 
豊島区 

南長崎・長崎 

落合 
320 H26.3.24 

④ 
補助第７３号線 

（池袋本町） 

豊）池袋本町二丁目～板）板橋一丁目 

（放射８～放射９付近） 

豊島区 

板橋区 

池袋西・池袋北 

滝野川 
1,070 H27.1.6 

⑤-1 
補助第８２号線 

（上池袋） 

豊）上池袋三丁目～池袋本町三丁目 

（環５の１付近～補助７３） 
豊島区 

池袋西・池袋北 

滝野川 
640 H27.1.6 

⑤-2 
補助第８２号線 

（池袋本町） 

豊）池袋本町三丁目～板）大山金井町 

（補助７３～環状６） 

豊島区 

板橋区 

池袋西・池袋北 

滝野川 
490 H27.1.6 

⑥ 
補助第１７２号線 

（長崎） 

豊）長崎一丁目～長崎五丁目 

（環状６～補助２６） 
豊島区 

南長崎・長崎 

落合 
1,620 H27.1.6 

⑦ 
補助第８１号線 

（巣鴨） 

豊）巣鴨四丁目～北）西ヶ原三丁目 

（放射９～補助１８１） 

豊島区 

北  区 
西ヶ原・巣鴨 930 H27.2.24 
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（（１１））補補助助８８１１号号線線（（南南池池袋袋））  

補助８１号線は、豊島区南池袋二丁目を起点とし、北区西ヶ原一丁目を終点とする延長3.6kmの都市計

画道路で、地域の幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区南池袋二丁目から南池袋四丁目までの延長260ｍ（計画幅員25ｍ）の区間につい

て、事業中の環状5の1号線と一体的に整備を図るため平成16年度に用地測量を行い、平成17年11月に事

業認可を受け、事業に着手している。なお、平成24年度特定整備路線に選定されている。 

この整備により、当該路線に接続する環状5の1号線、補助81号線（都市整備局施行）の整備と併せて、

整備地域となる「東池袋・大塚地域」における防災性の向上、地域の安全性、利便性の向上に大きな効

果が期待される。 

《用 地 関 係》 

・平成 18 年度より用地取得に着手し、令和６年度末までに約 89％取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。  

《工 事 関 係》 

・令和３年度に、工事用道路築造に着手した。 

・令和５年度は、仮設道路工事を実施した。 

・令和７年度は、都電荒川線の切り回し等について関係機関との協議を進める他、仮設道路工事及び補

償代行工事を予定している。 

 

 

 

 

 

 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（２２））補補助助２２６６号号線線（（千千早早））  

補助２６号線は、品川区東大井一丁目を起点とし、板橋区氷川町を終点とする延長22.4kmの都市計画

道路で、環状方向の道路交通の一端を担う幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区千早四丁目から要町三丁目までの延長460ｍ（計画幅員20ｍ）の区間について、

特定整備路線として、平成25年10月に事業認可を取得した。 

平成24年度、事業及び測量説明会を行い、平成26年度にかけて現況測量、用地測量を実施した。 

《用 地 関 係》 

・平成25年度は、用地説明会及び全軒意向調査を行った。 

・平成 26 年度より用地取得に着手し、令和６年度末までに約 95％取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。  

《工 事 関 係》 

・平成31年度～令和２年度は、排水管及び電線共同溝設置工事を実施した。 

・令和４年度から令和６年度にかけて、排水管及び電線共同溝設置工事を実施した。 

・令和７年度は、要町通りから約250mの街路築造工事を予定している。 

                                                                                                    

 

計画標準断面図 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（３３））補補助助２２６６号号線線（（南南長長崎崎））  

補助２６号線は、品川区東大井一丁目を起点とし、板橋区氷川町を終点とする延長22.4kmの都市計画

道路で、環状方向の道路交通の一端を担う幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区南長崎六丁目から長崎五丁目までの延長320ｍ（計画幅員20ｍ）の区間について、

特定整備路線として、平成26年3月に事業認可を取得した。 

平成25年度、事業及び測量説明会を行い、平成26年度にかけて現況測量、用地測量を実施した。 

《用 地 関 係》 

・平成26年度は、用地説明会及び全軒意向調査・物件調査を実施、用地取得に着手し、令和６年度末ま 

でに約81％取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

  ・令和６年度から７年度にかけて起点部の一部区間において、暫定歩道整備を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

計画標準断面図 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（４４））補補助助１１７７２２号号線線（（長長崎崎））  

補助１７２号線は、豊島区南池袋一丁目を起点とし、練馬区谷原一丁目を終点とする延長9.1kmの都市

計画道路で、地域の幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区長崎一丁目から長崎五丁目までの延長1,620ｍ（計画幅員16ｍ）の区間について、

特定整備路線として、平成27年1月に事業認可を受け、事業に着手している。 

平成25年度、事業及び測量説明会を行い、平成26年度にかけて現況測量、用地測量を実施した。 

《用 地 関 係》 

・平成26年度は、用地説明会及び全軒意向調査を行った。 

・平成 27 年度は、物件調査を実施し、用地取得に着手し、令和６年度末までに約 81％取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。  

《工 事 関 係》 

・令和６年度から７年度にかけて、終点部において仮設道路工事を実施している。 

 

 

 

 

 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
計画標準断面図 
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（（５５））補補助助７７３３号号線線（（池池袋袋本本町町））  

補助７３号線は、新宿区西新宿七丁目を起点とし、北区赤羽台三丁目を終点とする延長10.8kmの都市

計画道路で、環状方向の道路交通の一端を担う幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区池袋四丁目から板橋区板橋一丁目までの延長1,070ｍ（計画幅員20～23ｍ、立体

交差部26ｍ）の区間について、特定整備路線として、補助82号線（上池袋・池袋本町）と合わせ、平成

27年1月に事業認可を受け、事業に着手している。 

平成25年度、事業及び測量説明会を行い、平成26年度にかけて現況測量、用地測量を実施した。 

《用 地 関 係》 

・平成26年度は、用地説明会及び全軒意向調査を行った。 

・平成 27 年度は、物件調査を実施し、用地取得に着手し、令和６年度末までに約 58％取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成31年度は、道路設計、電線共同溝の設計や関係機関との協議に加え、仮設道路、排水管等の工事

に着手した。 

・令和２年度は、仮設道路、排水管等の工事を継続し、道路設計や関係機関との協議を実施した。 

・令和３年度は、道路設計や関係機関との協議を実施した。 

・令和４年度から令和５年度にかけて、道路設計や関係機関との協議及び仮設道路、補償代行工事を実

施した。 

・令和６年度は、道路設計や関係機関との協議を実施した。 

・令和７年度から令和８年度にかけて、仮設道路工事を予定している。 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例

計画標準断面図 
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（（６６））補補助助８８２２号号線線（（上上池池袋袋））（（池池袋袋本本町町））  

補助８２号線は、豊島区北大塚二丁目を起点とし、板橋区大山金井町を終点とする延長2.6kmの都市計

画道路で、地域の幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区上池袋三丁目から板橋区大山金井町までの延長1,130ｍ（計画幅員15ｍ、立体交

差部24ｍ）の区間について、上池袋区間（延長640ｍ）と池袋本町区間（延長490ｍ）に分け、特定整備

路線として補助73号線（池袋本町）と合わせ、平成27年1月に事業認可を受け、事業に着手している。 

平成25年度、事業及び測量説明会を行い、平成26年度にかけて現況測量、用地測量を実施した。 

《用 地 関 係》 

・平成 26 年度は、用地説明会及び全軒意向調査を行った。  

・平成 27 年度は、物件調査を実施し、用地取得に着手し、令和６年度末までに（上池袋：約 82％）（池

袋本町：約 81％）取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成30年度は、暫定道路工事等に着手した。 

・平成31年度は、道路設計、電線共同溝の設計や関係機関との協議に加え、仮設道路等の工事を実施し

た。 

・令和２年度は、仮設道路等の工事を継続し、道路設計や関係機関との協議を実施した。 

・令和３年度から令和４年度にかけて、道路設計や関係機関との協議及び仮設道路の工事を実施した。 

・令和５年度から令和６年度にかけて、仮設道路工事を実施した。 

・令和６年度から令和７年度にかけて、仮設道路工事を実施している。 

・令和７年度から令和８年度にかけて、仮設道路工事を予定している。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例

計画標準断面図 

事業区間 Ｌ＝490ｍ 
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（（７７））補補助助８８１１号号線線（（巣巣鴨鴨））  

補助８１号線は、豊島区南池袋二丁目を起点とし、北区西ヶ原一丁目を終点とする延長3.6kmの都市計

画道路で、地域の幹線道路として重要な路線である。 

当事務所では、豊島区巣鴨四丁目から北区西ヶ原三丁目までの延長930ｍ（計画幅員20ｍ）の区間につ

いて、特定整備路線として、平成27年2月に事業認可を受け、事業に着手している。 

平成25年度、事業及び測量説明会を行い、平成26年度にかけて現況測量、用地測量を実施した。 

《用 地 関 係》 

・平成 26 年度は、用地説明会及び全軒意向調査を行った。 

・平成 27 年度は、物件調査を実施し、用地取得に着手し、令和６年度末までに約 46％取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。  

《工 事 関 係》 

・平成31年度は、道路設計、電線共同溝の設計や関係機関との協議に加え、仮設道路等の工事を実施し

た。 

・令和２年度は、仮設道路等の工事を継続し、道路設計や関係機関との協議を実施した。 

・令和３年度から令和５年度にかけて、道路設計や関係機関との協議及び仮設道路の工事を実施した。 

・令和７年度は、引き続き道路設計や関係機関との協議を進める。 

 

 

 

 

 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例

現況　現道なし

計 画

20.0ｍ

10.05.0 5.0

西ヶ原

一丁目

至駒込

計画標準断面図 
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３３  歩歩道道設設置置・・交交差差点点すすいいすすいいププラランン  

（（１１））主主要要地地方方道道千千代代田田練練馬馬田田無無線線（（８８号号））〔〔目目白白橋橋〕〕  

主要地方道８号線は、千代田区を起点とし、西東京市を終点とする都道で、都心から多摩方面に向か

う東西方向の主要な道路である。（通称道路名 目白通り、富士街道） 

当事務所では、豊島区目白一丁目～三丁目までの延長200ｍ（計画幅員25ｍ）の区間について整備を進

めており、平成 8年度から橋梁整備事業として架替工事に着手し、平成12年度に橋梁部（ＪＲ委託分）

の施工を完了している。 

取付道路は、平成14年度に、学習院側の街築工事を実施し、17年度から、安全施設事業として、西側

の歩道拡幅工事と電線共同溝工事を実施している。 

・平成18年度は、北側の電線共同溝工事、南側の電線共同溝・歩道拡幅工事を実施した。 

・平成19年度は、北側・南側とも引込・連系管工事を実施した。 

・平成20年度は、北側・南側とも歩道整備工事を実施した。 

工事に当たっては、地元町会等と駅周辺の整備方法について協議しながら事業を進めている。平成21

年度、当該工事箇所において企業者工事が着手し、令和３年度には、かねてから地元町会等から強い要

望があった目白駅前東側交差点の駅側の横断歩道を新設した。 

  ・令和５年度から令和７年度にかけて、車道舗装工事を実施している。 

 

目白通り

トラッド目白
目白橋

JR目白駅

川村学園

学習院大学

至 江戸川橋

中央分離帯整備（下水道局施工）

JR駅前広場

至 学習院下

新新宿宿区区

目目白白三三丁丁目目

目目白白三三丁丁目目

目目白白二二丁丁目目

目目白白一一丁丁目目

 

 

25.0

7.754.25 4.257.75

1.0

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例

計画標準断面図 
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（（２２））特特例例都都道道池池袋袋谷谷原原線線（（444411号号））〔〔春春日日町町〕〕  

特例都道４４１号線は、豊島区東池袋一丁目を起点とし、練馬区谷原一丁目を終点とする都道で、地

域の生活に密着した地域幹線道路である。 

当事務所では、練馬区春日町五丁目から高松四丁目までの延長780ｍ（計画幅員11ｍ）の区間について、

平成17年度から事業に着手している。 

この整備により現幅員 6ｍの道路を11ｍに拡幅し、両側にそれぞれ幅員 2.5ｍの歩道を設置すること

により、地域の安全性、利便性の向上などの効果が期待される。 

《用 地 関 係》 

・令和６年度末までに約 95％の用地を取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。 

《工 事 関 係》 

・平成22年度に春日町五丁目、高松二丁目の一部区間において、排水管工事（165m）を実施した。 

・平成24年度から平成26年度にかけて、排水管及び電線共同溝工事を実施した。 

・平成30年度は、歩道整備工事（街きょ工、車道舗装工、歩道舗装工）を実施した。 

・令和５年度から令和６年度にかけて電線共同溝工事を実施した。 

・令和７年度は、道路設計や関係機関との協議を進める。 

至光が丘

(区11-120) (区41-115) (区41-201) (区41-141)

(区41-219)

(区41-119)

 

至谷原交差点

(区主３)

(区11-147) (区11-147)   (区11-154) (区11-494) (区11-174) (区11-235)

(区11-228)

(区11-44)

　　至環８

    ７８０ｍ

豊
島
園
通
り

再
開
発
ビ
ル

R5・R6 電線共同溝

R4・5 歩道・電線共同溝・排水管 R4・5 排水
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工事完了
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計画標準断面図 
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（（３３））主主要要地地方方道道練練馬馬川川口口線線（（6688号号））〔〔土土支支田田〕〕  

主要地方道６８号線は、練馬区を起点とし、埼玉県川口市を終点とする都県道で、埼玉県に至る主要

な幹線道路である。別荘橋通りから笹目通りまでの北方約1.0㎞区間の歩道整備事業は、平成14年度に完

成している。 

当事務所では、練馬区土支田三丁目～大泉町二丁目までの延長220ｍ（計画幅員12ｍ）の区間について

補助230号線（大泉町）の事業化に併せ、平成19年度に現況測量を実施し平成21年度は、道路線形を確定

し用地測量を行い、平成22年度に事業着手している。 

この整備により、交差する補助230号線と土支田通りとの交差点部の歩道および右折レーンの設置など

を行うことから、交通混雑の緩和、歩行者等の安全性、利便性の向上などに効果が期待される。 

《用 地 関 係》 

・令和６年度末までに約 78％の用地を取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。  

《工 事 関 係》 

・平成31年度は、補助230号線（大泉町）の事業の進捗に合わせ、引き続き設計や関係機関との協議を進

めた。 

・令和２年度から令和３年度にかけて、歩道整備工事及び電線共同溝設置工事を実施した。 

  ・令和４年度は、仮設歩道整備工事を実施した。 

  ・令和７年度は、設計及び関係機関との協議を進める。 

 

 

 

←至　目白通り

１２．０ｍ

２．５ ２．５７．０

計画標準断面図 

用地完了

工事区域

工事完了

凡　　　　例
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（（４４））特特例例都都道道赤赤羽羽西西台台線線((444477号号))  〔〔舟舟渡渡〕〕  第第３３次次交交差差点点すすいいすすいいププラランン（（舟舟渡渡交交差差点点））  

特例都道４４７号線は、北区赤羽二丁目を起点とし、板橋区相生町を終点とする都道で、地域の幹線

道路として国道17号の交差点付近を中心に交通混雑が激しい路線である。 

当事務所では、板橋区舟渡三丁目地内の延長150ｍ（計画幅員16ｍ）の区間について、第２次交差点す

いすいプランによる右折レーンの設置、歩道の整備を中心に平成18年度に用地測量を行い、平成20年度

から事業に着手している。 

この整備により国道17号との交差点による交通混雑の緩和、バス等公共交通の定時性の確保等の効果

が期待されている。 

平成27年3月、「第３次交差点すいすいプラン」が策定され、第２次計画において事業実施中の箇所に

ついては継続箇所として、引き続き選定された。 

《用 地 関 係》 

・令和5年度で取得を完了した。 

《工 事 関 係》 

・平成23年度は、電線共同溝及び排水管工事を実施した。 

・平成30年度は、電線共同溝工事、排水管工事及び街築工事を実施した。 

・平成31年度は、街築工事を実施した。 

・令和７年度は、電線共同溝、排水管工事及び街築工事を予定している。 

 

 

１６．００

３．５０ ３．５０９．００

至
高
島
平

用地完了

工事区域

工事完了
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（（５５））都都道道飯飯田田橋橋石石神神井井新新座座線線((主主2255号号線線))  〔〔石石神神井井小小学学校校前前〕〕  第第３３次次交交差差点点すすいいすすいいププラランン  

（（石石神神井井小小学学校校前前交交差差点点））  

主要地方道第２５号飯田橋石神井新座線は、新宿区を起点とし、埼玉県新座市を終点とする主要地方

道で、埼玉県に至る主要な幹線道路である。 

当事務所では、練馬区石神井町五丁目〜石神井台一丁目の延長300m（計画幅員12m～16m）の区間につ

いて、第三次交差点すいすいプランによる右折レーンの設置、歩道の整備を中心に令和５年度から事業

に着手している。 

この整備により交通の円滑化や歩行者の安全性向上が期待されている。 

《用 地 関 係》 

・令和６年度より用地取得を進める。  

・令和６年度末までに約 14％の用地を取得した。  

・令和７年度は、引き続き用地取得を進める。  

《工 事 関 係》 

・令和７年度は、道路設計や関係機関との協議・調整を進める。 
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４４  路路線線別別令令和和７７年年度度執執行行予予定定及及びび令令和和６６年年度度実実績績  

（１）道路建設関係路線別令和７年度執行予定 

科    目 路 線 用地規模 工事規模 

道 路 整 備 

主８(石神井) 
0 ㎡ 
0 棟 

街築及び舗装工事 

主８(高野台) 
27 ㎡ 
1 棟 

電線共同溝工事 

計 
27 ㎡ 
1 棟 

  

街 路 整 備 

放７・補１３４（谷原交差点） 
0 ㎡ 
0 棟 

――― 

放９(巣鴨)Ⅲ期 
50 ㎡  
1 棟 

暫定歩道整備工事 

放３５(早宮・北町) 
33 ㎡ 

0 棟 
街築及び電線共同溝設置工事、設備工事 

放射３５・３６号線 
（小茂根・早宮） 

1,785 ㎡ 
13 棟 

橋梁下部工事、橋梁上部工事 

排水管設置工事 

環５の１(雑司が谷)Ⅱ期 
52 ㎡ 
0 棟 

地下道路築造に伴う立坑工事 

歩道橋整備工事 

環５の１(西巣鴨Ⅰ期) 
166 ㎡ 

4 棟 
 

補１３３(中村南) 
558 ㎡ 
25 棟 

――― 

補１３３(向山) 
195 ㎡ 

3 棟 
――― 

補１５６（南大泉） 
633 ㎡ 
19 棟 

――― 

補１７２(早宮) 
531 ㎡ 

2 棟 
――― 

補２３０(大泉町)Ⅰ期 
101 ㎡ 

4 棟 
仮設道路整備工事 

補２３０(大泉町)Ⅱ期 
1,143 ㎡ 

15 棟 
――― 

補２３３(大泉学園町) 
706 ㎡ 
10 棟 

――― 

補８１(南池袋) 
320 ㎡ 
3 棟 

仮設道路整備工事 

補２６(千早) 
6㎡ 
1 棟 

――― 

補２６(南長崎)   ※ 
160 ㎡ 

2 棟 
歩道整備工事 

補１７２(長崎)   ※ 
385 ㎡ 

4 棟 
仮設道路工事 

補７３(池袋本町) 
1,739 ㎡ 

36 棟 
仮設道路工事 

補８２(上池袋) 
454 ㎡ 

8 棟 
仮設道路工事 

補８２(池袋本町) 
330 ㎡ 

4 棟 
――― 

補８１(巣鴨) 
2,223 ㎡ 

29 棟 
――― 

計 
11,570 ㎡ 

183 棟 
――― 

交 通 安 全 

主６８(土支田) 
92 ㎡ 
1 棟 

――― 

特４４１(春日町) 
36 ㎡ 
1 棟 

 

特４４７(舟渡) 
0 ㎡ 
0 棟 

電線共同溝工事、排水管工事及び 

街築工事 

主２５（石神井小学校前） 
334 ㎡ 

5 棟 
 

計 
462 ㎡ 

7 棟 
  

合     計   
12,059 ㎡ 

191 棟 
  

※ 補26（南長崎）、補172（長崎）の測量及び用地取得については、（公財）東京都道路整備保全公社へ委託 
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（２）道路建設関係路線別令和６年度実績 

科    目 路 線 用地規模 工事規模 

道 路 整 備 

主８(石神井) 
0 ㎡ 
0 棟 

――― 

主８(高野台) 
0 ㎡ 
0 棟 

排水管、電線共同溝及び街築工事 

計 
0 ㎡ 
0 棟 

  

街 路 整 備 

放７(大泉) 
0 ㎡ 
0 棟 

道路照明設置工事、防護柵設置工事 

放７・補１３４ 

（谷原交差点） 

0 ㎡ 

0 棟 
――― 

放９(巣鴨)Ⅲ期 
0 ㎡ 

0 棟 
暫定歩道整備工事 

放３５(早宮・北町) 
0 ㎡ 
0 棟 

街築及び電線共同溝設置工事、設備工事 

放射３５・３６号線 
（小茂根・早宮） 

766 ㎡ 
7 棟 

橋梁下部工事 

環５の１(雑司が谷)Ⅱ期 
0 ㎡ 

0 棟 
地下道路築造に伴う立坑工事 

環５の１(西巣鴨)Ⅰ期 
57 ㎡ 

0 棟 
 

補１３３(中村南) 
239 ㎡ 
4 棟 

――― 

補１５６(南大泉) 
1,600 ㎡ 

15 棟 
 

補１７２(早宮) 
618 ㎡ 
3 棟 

        ――― 

補２３０(大泉町)Ⅰ期 
23 ㎡ 
0 棟 

仮設道路整備工事 

補２３０(大泉町)Ⅱ期 
0 ㎡ 

0 棟 
――― 

補２３３(大泉学園町) 
242 ㎡ 

3 棟 
――― 

補８１(南池袋) 
247 ㎡ 
2 棟 

――― 

補２６(千早) 
0 ㎡ 
0 棟 

排水管及び電線共同溝設置工事 

補２６(南長崎)    
12 ㎡ 
1 棟 

――― 

補１７２(長崎)    
1,465 ㎡ 

15 棟 
――― 

補７３(池袋本町) 
1,011 ㎡ 

8 棟 
 

補８２(上池袋） 
735 ㎡ 

6 棟 
仮歩道整備及び排水管設置工事 

補８２(池袋本町) 
154 ㎡ 
5 棟 

        ――― 

補８１(巣鴨) 
1,283 ㎡ 

13 棟 
        ――― 

計 
8,452 ㎡ 

82 棟 
             

交 通 安 全 

主６８(土支田) 
10 ㎡ 
0 棟 

仮設歩道整備工事 

特４４１(春日町) 
0 ㎡ 

0 棟 
排水管設置及び電線共同溝設置工事 

特４４７(舟渡) 
0 ㎡ 

0 棟 
        ――― 

主２５（石神井小学校前）  
233 ㎡  

0 棟 
 

計 
243 ㎡ 

0 棟 
  

  

合    計  
8,695 ㎡ 

82 棟 
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Ⅴ  河川の管理（管理課、工事第二課所管） 

 

当所の管理河川は、一級河川の新河岸川と公有土地水面としての千川上水である。また管理区域は、新河

岸川では左岸4.7km（板橋区新河岸三丁目埼玉県境～板橋区舟渡一丁目北区境）と右岸6.3km（板橋区三園二

丁目埼玉県境～板橋区小豆沢四丁目北区境）であり、千川上水は練馬区関町南二丁目伊勢橋上流端より板橋

区板橋一丁目北区境までの流路延長13.8kmである。 

当所管内には、そのほかに一級河川である石神井川と白子川が流れているが、両河川は「特別区における

東京都の事務処理の特例に関する条例」に基づき練馬区または板橋区が管理している。 

なお、白子川のうち比丘尼橋下流調節池と白子川地下調節池は当所が管理している。 

河川管理の事務としては、河川管理事務、河川占用事務、河川監察、河川財産管理及び河川の維持修繕等

があり、この概要は次のとおりである。 

 

１  河川管理事務 

河川管理の目的は、主として水害からの住民の生命と財産を守ることにある。このため、洪水や高潮等

による災害の発生を未然に防止するために河川管理施設を適正に管理保全するとともに、憩いの場として

の環境整備等も配慮し、河川の正常な機能確保に努めている。 

河川管理実務としては次のようなものがある。 

(1) 河川及び河川保全区域並びに千川上水の管理、調査 

(2) 不法占用等の監督処分 

(3) 不法係留船の対応 

(4) 河川台帳の管理、閲覧 

(5) 河川区域の境界立会い及び河川区域証明 

(6) 河川区域内国有地・都有地の境界確定 

(7) その他陳情・苦情等の処理 

 

２  河川占用事務 

(1) 河川法及び東京都公有土地水面使用等規則に基づく占使用等の許可・承認 

(2) 河川法第20条及び東京都公有土地水面使用等規則に基づく工事（自費工事）の承認 

(3) 新河岸川の河川保全区域については、両岸河川敷より外側へ20ｍの土地が指定されており、土地掘削・

工作物の新築等について規制している。 

これら許可・承認を通じて占使用の適正化について行政指導を行い、河川の保全に努めている。 

なお、令和６年度の占用許可、自費工事の承認及び河川保全区域内行為の許可状況は、次の実績表の

とおりである。 
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令 和 ６ 年 度 河 川 占 用 実 績 表 

（単位：円） 

河 川 名 

 

占使用者名 

新河岸川 千川上水 
区 管 理 河 川 

合   計 
石神井川 白 子 川 

許可 

件数 

徴収

件数 

許可 

件数 

徴収

件数 

許可 

件数 

徴収

件数 

許可 

件数 

徴収

件数 

許可 

件数 
徴収件数 調 定 額 

国 ・ 地 方 公 共 団 体 等 50 - 67 - 1 - 2 - 120 - - 

企 
 

業 

水    道    局 12 - 116 - - - - - 128 - - 

下  水  道  局 20 - 15 - 1 - - - 36 - - 

東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ㈱ 17 9 48 42 - - - - 65 51 56,741,695 

東  京  ガ  ス  ㈱ 12 10 15 11 - - - - 27 21 10,608,189 

東 日 本 電 信 電 話 ㈱ 16 15 46 46 - - - - 62 61 10,006,762 

その他電気通信事業者等 10 10 25 25 - - - - 35 35 3,884,510 

一       般 2 2 51 45 - - - - 53 47 5,243,176 

計 139 46 383 169 2 - 2 - 526 215 86,484,332 

河 川 流 水 占 用 - - - - - - - - - - - 

合       計 139 46 383 169 2 - 2 - 526 215 86,484,332 

※  継続中を含む 

 

令 和 ６ 年 度 河 川 自 費 工 事 実 績 表 

 

河川名 

工事者名 

新 河 岸 川 

（件 数） 

千 川 上 水 

（件 数） 

計 

（件 数） 
備   考 

国・地方公共団体等 0 0 0  

企           業 0 0 0  

一           般 0 1 1  

計 0 1 1  

 

令和６年度河川保全区域内行為実績表 

 

河川名 

工事者名 

新 河 岸 川 

（件 数） 
備   考 

国・地方公共団体等 7  

企           業 5  

一           般 1  

計 13  
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３  河川監察 

一級河川の新河岸川及び公有土地水面の千川上水について不正使用、ゴミ投棄その他違反行為の是正を

図るため、パトロールによる監察指導を行っている。 

 

４  先行取得用地等の管理 

先行取得用地 

石神井川             1筆       117.65㎡ 

 

５  河川の維持修繕 

河川の保全のため、法面防護、除草及びゴミ投棄防止柵の設置、その他の維持業務を実施している。 
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Ⅵ  河川の整備（用地課、工事第二課所管） 

 

当所管内には、荒川水系の石神井川、新河岸川、白子川の３河川が流れており、このほかに法定外公共物

の千川上水がある。石神井川などの中小河川では、昭和初期から中期にかけて都市化が急激に進展したこと

で、流域の保水・遊水機能が低下し、降った雨水が短時間のうちに下水道や河川に集まり、内水氾濫や河川

水位の急激な上昇を引き起こす、いわゆる「都市型水害」が頻発するようになった。 

このような浸水被害を低減するため昭和中期から時間30ミリの降雨に対応した護岸整備を本格化し、昭和

終期には時間50ミリに目標整備水準を引き上げるなど、着実に河川整備を進めてきた。 

しかしながら、平成に入ると短時間に記録的な大雨をもたらす局地的集中豪雨が頻発化し、時間50ミリを

超える豪雨を要因とする浸水被害が発生するようになった。平成17年９月の豪雨では石神井川（稲荷橋付近）

で溢水し、16haにおよぶ浸水被害が、平成22年７月の豪雨では石神井川の最下流部（溝田橋付近）で溢水し、

30haの浸水被害が発生するなど、依然として河川整備は喫緊の課題となっている。 

こうした状況を背景に平成24年11月、「中小河川における都の整備方針」が策定され、区部を流れる中小

河川の目標整備水準をこれまでの時間50ミリ降雨（年超過確率1/3）から時間75ミリ降雨（年超過確率1/20)

に引き上げ、時間50ミリを超える部分の対策については、調節池や分水路、流域対策により対応することと

なった。このため、当所管内の中小河川では、護岸の整備を引き続き着実に推進するとともに、石神井川で

は平成30年度より時間75ミリの降雨に対応した城北中央公園調節池の工事に着手するなど、治水安全度の更

なる向上に努めている。 

また、都市部において河川は人々の暮らしに安らぎやうるおいを与える貴重なオープンスペースであるこ

とから、人々が水辺に近づきやすい親水護岸や緑豊かな遊歩道として河川管理用通路を整備するなど、良好

な河川空間の創出を図っている。 

こうした事業の効果を早期に発現するために、市街地における用地取得や橋梁の架け替え、ライフライン

の移設、工事用車両の搬入路の確保など、都市特有の様々な課題に対して、関係機関が連携を図りながら、

スピード感を持って、河川の整備に取り組んでいる。 

  

１１  石石  神神  井井  川川  

石神井川は、小平市内にその源を発し、西東京市を経て当所管内の練馬区・板橋区を流下し、北区内で

隅田川に合流する流域面積73.1k㎡、延長25.2km（うち当所管内17.4km）の一級河川である。 

石神井川における時間50ミリの降雨に対処する本格的改修事業は、管内では、昭和41年から下流より順

次進めており、現在、螢橋～扇橋及び扇橋～本立寺橋の２つの事業認可区間で河川改修を行っている。 

平成20年度から工事着手した螢橋～扇橋区間については、螢橋から小ヶ谷戸橋までの範囲で護岸整備が

完了しており、残る扇橋直下（約50ｍ）については既設横断管の取扱いの動向を注視しながら護岸整備の

検討を進めている。平成21年度に事業認可を取得した扇橋～本立寺橋区間については、設計・測量等の調

査・委託業務及び用地取得を引き続き実施するとともに、平成26年度から都営上石神井アパート付近の豊

城橋～西豊城橋において護岸整備を実施している。さらに、特に流下能力が不足していた曙橋付近につい

て、令和元年度から改修工事に着手し、令和６年２月末に曙橋の架け替え工事が完了した。 

  また、平成22年７月の集中豪雨を契機に、緊急豪雨対策として事業化された石神井川取水施設（白子川

地下調節池に石神井川の洪水を流入させるための施設）の整備を行い、平成28年度末には取水が可能にな

り、平成29年度より運用を開始した。 
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◎ 螢橋～扇橋（1,140ｍ 平成16年５月事業認可） 

令和６年度末の残工事延長 約50ｍ（進捗率 約95％） 

 

◎ 扇橋～本立寺橋（1,400ｍ 平成21年11月事業認可） 

  工事件名 石神井川整備工事(その169）   R5～7年度 曙橋下流右岸  41ｍ 

     石神井川整備工事(その170)   R7～8年度 豊城橋下流   42ｍ 

     石神井川整備工事(その171）   R7～9年度 曙橋下流右岸  95ｍ 

     石神井川整備工事(その172）   R7～10年度 日之出橋上下流 69ｍ 

令和６年度末の工事完成延長 約426ｍ（進捗率 約30％） 

平成23年度から用地取得に着手し、令和６年度末までに約66％を取得した。 

 

◎ 本立寺橋～弁天橋（390ｍ 令和７年６月事業認可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  新新  河河  岸岸  川川  

新河岸川は、狭山丘陵を最上流に持ち、川越市など埼玉県の南西部から途中、柳瀬川や黒目川、白子川

などの支流を集めて板橋区を流下し、北区志茂で隅田川に合流する流域面積411k㎡、延長34.6kmの一級河

川である。 

このうち、当所管内は、板橋区小豆沢四丁目地先の北区境から白子川が合流する埼玉県境間の延長6.3km

の区間である。 

昭和55年度に総合治水対策特定河川に指定され、同年度から１時間あたり50mm規模の降雨に対する改修

事業に着手した。令和５年度末現在、白子川合流点上流の右岸と志村橋両岸を除き改修事業はほぼ完了し

ている。護岸の余裕高が不足していた志村橋下流～白子川合流点の区間については、平成19年度から余裕

高不足箇所の護岸整備工事（嵩上げ工事）を開始し、平成25年に完成した。 

現在、当所管内においては、河川管理施設点検結果に基づき、護岸等の補修が必要な箇所について防災

工事を行っている。 

 

 

（H21.11.25～R12.3.31）1.40km
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  また、令和３年12月に策定された「東部低地帯の河川施設整備計画（第二期）」に基づき、令和４年度

から、板橋区小豆沢四丁目地先の北区境から新河岸橋間の堤防耐震対策事業に着手している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３３  白白  子子  川川  

  

白子川は、練馬区の大泉井頭公園の七福橋を起点として公園の湧水から流れを発し、埼玉県和光市内に

入ってから板橋区との都県境に沿って流下し板橋区三園で新河岸川に合流する流域面積25k㎡、延長10km

の一級河川である。 

昭和55年に埼玉県と工事協定を締結し、新河岸川合流点から東埼橋間2.65km（都施工下流区間）、芝屋

橋から一級終点間5.79km（都施工上流区間）の二区間を都の施工区間としている。 

都施工の下流区間については、新河岸川合流点から東埼橋間の改修工事が完了している。また、新河岸

川合流点から三園橋間では、平成27年度から新河岸川の護岸高さに合わせた護岸整備工事（嵩上げ工事）

を行っており、令和３年度に完了した。 

都施工の上流区間については、平成12年度に比丘尼橋下流調節池を供用開始したことを受け、平成14年

度から比丘尼橋上流調節池より上流の護岸整備に着手した。平成21年度に御園橋から一新橋間を事業区間

として河川予定地指定を行い、下流から上流に向かって護岸整備を進めている。現在、同区間の学園橋か

ら前田橋間の護岸整備が完了し、東西橋上流において護岸工事を実施している。 

   

 

◎ 御園橋～一新橋（900ｍ 平成21年11月河川予定地指定） 

工事件名  白子川整備工事(その138)         R5～7年度 東西橋上流～中島橋下流 94m 

          白子川整備工事(その139)         R7～9年度 東西橋上流～中島橋下流  56m 

平成22年度より用地取得に着手し、令和６年度末までに約71％を取得した。 

 

 

耐震対策事業区間 
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４４    白白子子川川調調節節池池群群  

白子川の整備計画では、河積を拡大して洪水を安全に流下させる河道と併せて、調節池を整備し、治水

安全度を向上させることとしている。そのため、白子川の中流部に洪水の一部を貯留する白子川調節池群

を整備し、下流への洪水負担を軽減するとともに、調節池群上流の河道整備を推進している。 

 

◎ 比丘尼橋上流調節池 

比丘尼橋上流調節池は、掘込式の洪水調節池であり昭和60年度末に完成、供用を開始した。 

なお、平常時は練馬区の区立公園として活用している。 

 

比丘尼橋上流調節池規模 

            調節池容量   34,400㎥        敷地面積   22,000㎡ 

整備済み

施工中（予定）

未整備

凡 例
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◎  比丘尼橋下流調節池 

比丘尼橋下流調節池は、地下式の大規模調節池であり昭和63年度に事業に着手し、平成14年７月末に完

成した。調節池の上部は区立公園として利用されている。 

 

 

なお、比丘尼橋下流調節池は完成後相当年数が経過していることから、「河川構造物（地下調節池）の

予防保全計画（設備編）」に基づき、平成30年度から令和4年度まで電気設備の更新工事を実施した。 

 

比丘尼橋下流調節池規模 

           調節池容量   212,000㎥    敷地面積    15,400㎡ 

   

 

◎ 白子川地下調節池 

白子川地下調節池は、目白通りの地下に設置したトンネル式の大規模施設である。整備工事については、

平成３年度から発進立坑工事に着手、平成７年度から比丘尼橋下流調節池と立坑をつなぐ連結管（全長125m、

内径6mのシールドトンネル）に着手し、平成10年度に完了した。 

その後、財政状況の悪化により事業は中断していたが、平成21年度に事業を再開し、平成22年度からシ

ールドトンネル及び到達立坑工事を実施し、平成25年度に完了した。以降、立坑内部構築工事や排水設備

工事を実施し、平成29年度から運用を開始した。 

 

白子川地下調節池規模 

             調節池容量   212,000㎥    トンネル規模   内径10ⅿ 延長3.2㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

延長 3，200ｍ 
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５５  城城北北中中央央公公園園調調節節池池  

城北中央公園調節池は、石神井川河川整備計画に基づき、時間75ミリの降雨に対応した施設として、石

神井川右岸側の都立城北中央公園の地下に躯体を建設し、地上部は、都市計画公園として整備を行う予定

である。 

 調節池（一期）については、平成26年度に地質調査と基本設計を実施し、平成27年度に詳細設計を実施

した。平成28年度から準備工事に着手し、平成30年度から調節池（一期）の本体工事を進めており（ニュ

ーマチックケーソン工法、2函同時施工、令和４年度沈埋完了）、令和７年度に完了、取水開始予定である。

また、令和７年度は管理棟建築工事及び排水設備、電気設備等の設備工事に着手する予定である。 

調節池（二期）については、令和３年度から設計を進め、令和６年度から本体工事に着手した。 

 

城北中央公園調節池規模 

調節池容量   約250,000㎥ （一期：90,000㎥ 、二期：160,000㎥）    

敷地面積    約2.0ha   

 

工事件名 城北中央公園調節池（一期）工事その２             H30～R7年度 本体躯体工 

     城北中央公園調節池（一期）建築工事その３     R7～R8年度 管理棟建築 

     城北中央公園調節池（一期）換気設備工事      R7～R8 換気設備 

     城北中央公園調節池（一期）排水設備工事      R7～R8 排水設備 

     城北中央公園調節池（一期）電気設備工事その２   R7～R8 電気設備 

     城北中央公園調節池（一期）監視制御設備工事その２ R7～R8 監視制御設備 

     城北中央公園調節池（一期）建築附帯設備工事    R7～R8 建築附帯設備 

                            城北中央公園調節池（二期）工事          R6～R18年度 本体躯体工 
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６６  環環状状七七号号線線地地下下広広域域調調節節池池  

 環状七号線地下広域調節池は、３流域（神田川、石神井川、白子川）の河川整備計画に基づき、1時間75

ミリの降雨に対応した施設として、第四建設事務所管内の既存の白子川地下調節池と第三建設事務所管内

の神田川・環状七号線地下調節池を新たなトンネル（石神井川区間）で連結して「広域調節池」として整

備するものである。これにより３流域間で貯留容量の相互融通が可能となり、時間１００ミリの局地的か

つ短時間の集中豪雨にも効果を発揮する。 

 本事業は平成27年12月に都市計画決定、事業説明会、用地測量を経て、平成28年4月に事業認可を取得し

た。平成28年度から第三建設事務所において、調節池（石神井川区間）の本体工事を進めている。 

第四建設事務所においては、白子川地下調節池を広域調節池として再整備するため令和２年度から基本

設計に着手し、また必要となる権利設定（区分地上権設定）については、令和２年度に完了した。さらに

令和３年度から詳細設計を進めており、令和６年度に比丘尼橋下流調節池の越流堤及びゲート設備の整備

を行い、令和７年度は換気棟建築工事等を進めている。 

 

 

 

環状七号線地下広域調節池規模 

                   調節池容量               延長     

広域調節池全体            約1,433,000m3      約13.1㎞    

広域調節池（石神井川区間）     約681,000m3       約5.4km 

白子川地下調節池          約212,000m3        約3.2km 

神田川・環状七号線地下調節池     約540,000m3            約4.5km 

 

工事件名 白子川取水施設換気棟建築工事       R5～R7年度 換気棟建築 

     白子川取水施設電気設備改造工事      R6～R7年度 電気設備改造 

     白子川取水施設監視制御設備改造工事    R6～R7年度 監視制御設備改造 

     白子川取水施設換気棟建築附帯電気設備工事 R6～R7年度 建築附帯電気設備設置 

 

 

７７  千千川川上上水水  

千川上水は、1696年（元禄９年）に飲料水及び農業用水供給のため開削された水路である。その後、昭

和46年にはその使命を終え、大部分が暗渠化された。当所管内の延長は15.9kmであり、このうち開渠部2.1km

は練馬区（1.2km）と武蔵野市（0.9km）に平成18年４月移管された。千川上水のうち、地元区市に移管さ

れていない暗渠部については、国有財産法に基づく行政財産として、当所が維持管理及び占用等の許認可

業務を行っている。 
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８８  河河川川別別令令和和７７年年度度執執行行予予定定及及びび令令和和６６年年度度実実績績  

  

令和７年度執行予定 

河 川 名 科   目 用 地 規 模 工 事 規 模 

石 神 井 川 

中小河川整備費 644 ㎡  16 棟 護岸 75m、２橋の一部 

諸用地先行取得費 0 ㎡   0 棟   

計 644 ㎡   16 棟   

 

新 河 岸 川 

 

高潮防御施設費   耐震補強工事 224m 

河川環境整備費   緑化工事 356m 

河 川 維 持 費   草刈り、清掃、補修等 

河 川 防 災 費  護岸補修工事 350ｍ 

計    

白  子  川 

中小河川整備費 230 ㎡   6 棟 護岸 56ｍ 

諸用地先行取得費 0 ㎡   0 棟   

計 230 ㎡   6 棟   

環状七号線広域地

下調節池 

中小河川整備費  換気棟建築工事等 

計   

城 北 中 央 公 園  

調節池 

中小河川整備費  本体躯体一期工事、二期工事、建築工事 

計   

千 川 上 水 

河 川 維 持 費   清掃、補修等 

計     

計 

中小河川整備費 874 ㎡  22 棟 

護岸 131ｍ、2 橋の一部、 

（環七）換気塔建築工事等 

 (城北)本体躯体一期工事、二期工事等 

高潮防御施設費   耐震補強工事 224m 

河川環境整備費   緑化工事 356m 

河 川 維 持 費   草刈り、清掃、補修等 

河 川 防 災 費   護岸補修工事 350ｍ 

諸用地先行取得費 0 ㎡   0 棟   

計 874 ㎡  22 棟   
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令和６６年度実績 

河 川 名 科   目 用 地 規 模 工 事 規 模 

石 神 井 川 

中小河川整備費 546 ㎡   3 棟 護岸 20ｍ １橋の一部 

諸用地先行取得費 0 ㎡   0 棟   

計 546 ㎡   3 棟   

新 河 岸 川 

高潮防御施設費   詳細設計 

河川環境整備費   緑化工事 264m 

河 川 維 持 費   草刈り、清掃、補修等 

河 川 防 災 費  護岸補修工事 500ｍ 

計   

白 子 川 

中小河川整備費 280 ㎡   2 棟 護岸 56ｍ  

諸用地先行取得費 0 ㎡   0 棟   

計 280 ㎡  2 棟   

環 状 七 号 線  

広 域 調 節 池 

中小河川整備費  越流堰及びゲート設備整備等 

計   

城 北 中 央 公 園  

調 節 池 

中小河川整備費  本体躯体一期工事 

計   

千 川 上 水 

河 川 維 持 費   清掃、補修等 

計     

計 

中小河川整備費 826 ㎡   5 棟 

護岸 76m、1 橋の一部、 

（環七）越流堰及びゲート設備整備等 

（城北）本体躯体一期工事 

高潮防防御施設費   詳細設計 

河川環境整備費  緑化工事 264ｍ 

河 川 維 持 費   草刈り、清掃、補修等 

河 川 防 災 費   護岸補修工事 500ｍ 

諸用地先行取得費 0 ㎡   0 棟   

計 826 ㎡ 5 棟   
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Ⅶ  水防業務 

  

近年、全国的に豪雨災害が激甚化・頻発化するなど気候変動の影響が顕在化してきているが、今後さらに、

降雨量の増加や海面上昇、台風の大型化等が想定されている。 

こうした状況において、水害から都民の暮らしと命を守るためには、護岸や調節池などのハード対策や住

民の避難行動につながるソフト対策を強化するほか、迅速かつ適切に水防活動が遂行できるよう関係行政機

関との連携を一層強化していくことが重要である。 

このため、当所では「東京都水防計画」に基づき、管内の水防管理団体が行う水防活動がより的確に行わ

れるよう「東京都第四建設事務所・水防計画（地域水防活動の手引き）」を作成するとともに、毎年5月には

「水防連絡会」を開催し、消防署、警察署、陸上自衛隊、区役所、その他関係行政機関に内容を説明し、水

防計画の周知徹底を図っている。 

加えて、水防計画にも記載のある「水防上注意を要する箇所」について、毎年、水防管理団体や消防署と

の現地合同点検を実施し、水防活動に備えている。 

これらのほかに、住民の避難行動につながる取組みとして、石神井川では、平成23年6月に「水位周知河川」

（※印参照）に指定し、地域における水防活動の一層の円滑化や自主避難の判断要素への活用などを目指し

て運用してきたが、過去の溢水実績や溢水した場合の被害の大きさを考慮した上で、水位等の予測が技術的

に可能となったため、令和５年２月に「洪水予報河川」に指定した（同時に「水位周知河川」の指定を解除）。 

さらに白子川では、令和５年４月、関係機関との調整が整ったことから、「水位周知河川」に指定し、運

用を開始した。 

 

近年の水害は、家屋や家財の浸水被害にとどまらず、地下室や地下街など大小規模の地下空間における人

的被害やライフラインの被災による都市機能の停滞など、多面的で深刻な様相を呈してきた。 

こうした水害から健全な都市生活を維持していくため、河川整備の推進とあわせて、管内各機関との密接

な連携と協力体制づくりにより、より一層、効果的な水防活動の展開を図っていく。 

 

※「水位周知河川」：洪水により相当な被害を生ずる恐れのある河川について、河川の水位上昇で溢水危険度が高まった

時、河川管理者がその旨を周知する防災情報を発表する河川のこと。洪水時における自主避難の判断や関係区市による

円滑な水防活動、及び避難情報発表の判断などへの活用で、洪水被害を軽減することを目的としている。 
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Ⅷ  管内河川の主な水害状況（昭和49年～令和３年） 

  

１１    石石神神井井川川のの主主なな水水害害状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ この資料は、昭和49年から令和3年までの水害統計調査において、被害棟数100棟以上の主な水害を記載した。 

２ 浸水面積及び浸水棟数は流域内における内水氾濫によるものも含む。 

３ 雨量は流域内又は、その周辺の観測所（都建設局及び気象庁）のうちで時間最大値を記録した観測所のものを 

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

床上 床下 合計

昭和49年7月20日 集中豪雨 48 1,449 84 1,533 練馬 31.0 91.0

昭和49年8月1日 集中豪雨 3 500 56 556 豊島 35.0 75.5

昭和49年9月9日 台風18号 42 863 51 914 練馬 22.5 71.5

昭和50年10月5日 台風13号 15 886 72 958 石神井 32.0 82.5

昭和51年9月9月 台風17号 111 1,800 1,398 3,198 田無 65.0 220.0

昭和52年8月17日 集中豪雨 31 728 94 822 赤塚 31.5 161.0

昭和53年4月6日 集中豪雨 20 127 522 649 石神井 27.0 68.0

昭和57年9月12日 台風18号 19 658 516 1,174 石神井 58.0 177.0

昭和62年7月31日 集中豪雨 21 707 222 929 豊島 60.0 60.0

平成元年8月1日 大雨 7 454 179 633 練馬 58.0 175.0

平成11年7月21日 集中豪雨 1 64 151 215 練馬 131.0 151.0

平成11年8月29日 集中豪雨 4 146 143 289 板橋 68.0 128.0

平成12年9月11~12日 集中豪雨 2 90 40 130 練馬 75.0 91.0

平成17年9月4日 集中豪雨 16 457 464 921 石神井 109.0 242.0

平成22年7月5日 集中豪雨 30 299 361 660 板橋区 114.0 137.0

平成23年8月26日 集中豪雨 1 35 97 132 練馬 75.0 94.0

日雨量又
は総雨量
（㎜）

被害棟数（棟）
年月日 原因

浸水
面積
（ha）

雨量
観測所

時間最大
雨量

（㎜/hr）
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- 67 - 
 

 

２２  新新河河岸岸川川のの主主なな水水害害状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ この資料は、昭和49年から令和3年までの水害統計調査において、被害棟数30棟以上の主な水害を記載した。 

２ 浸水面積及び浸水棟数は流域内における内水氾濫によるものも含む。 

３ 雨量は流域内又は、その周辺の観測所（都建設局及び気象庁）のうちで時間最大値を記録した観測所のものを 

記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床上 床下 合計

昭和49年7月21日 集中豪雨 2.4 126 18 144 練馬 31.0 91.0

昭和52年8月18日 集中豪雨 9.6 238 50 288 赤塚 31.5 133.5

昭和53年4月6日 集中豪雨 4.7 69 42 111 赤塚 38.0 66.0

昭和56年10月22日 台風24号 15.2 168 17 185 赤塚 30.0 168.0

昭和57年9月12日 台風18号 39.3 102 182 284 赤塚 52.0 162.0

昭和58年6月10日 集中豪雨 4.8 63 17 80 赤塚 34.0 36.0

平成3年9月19日 台風18号 0.93 59 30 89 高島平 33.0 151.0

平成5年6月21日 集中豪雨 2.79 46 48 94 志茂橋 72.0 74.0

平成16年10月9日 台風22号 1.03 22 23 45 赤塚 36.0 196.0

平成17年9月4日 集中豪雨 0.82 37 45 82 赤塚 91.0 191.0

平成21年8月9〜10日 台風9号 0.33 46 16 62 志茂橋 100.0 108.0

平成23年8月26日 集中豪雨 0.31 21 17 38 志茂橋 68.0 78.0

日雨量又
は総雨量
（㎜）

年月日 原因
浸水
面積
（ha）

被害棟数（棟） 雨量
観測所

時間最大
雨量

（㎜/hr）

－ 66 － － 67 －
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３３  白白子子川川のの主主なな水水害害状状況況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ この資料は、昭和49年から令和3年までの水害統計調査において、被害棟数30棟以上の主な水害を記載した。 

２ 浸水面積及び浸水棟数は流域内における内水氾濫によるものも含む。 

３ 雨量は流域内又は、その周辺の観測所（都建設局及び気象庁）のうちで時間最大値を記録した観測所のものを 

記載した。 

床上 床下 合計

昭和49年7月11日 梅雨前線 9 149 8 157 練馬 22.0 102.0

昭和49年7月20日 集中豪雨 2.9 42 3 45 練馬 31.0 91.0

昭和49年8月1日 集中豪雨 0.5 140 7 147 練馬 2.0 4.5

昭和49年8月27日 低気圧 4.0 135 0 135 小平 24.0 28.0

昭和49年9月1日 台風16号 1.5 48 0 48 練馬 31.0 150.5

昭和49年9月9日 台風18号 7.0 209 13 222 練馬 22.5 71.5

昭和51年9月9日 台風17号 37.2 476 55 531 田無 65.0 220.0

昭和52年8月18日 集中豪雨 8.5 80 0 80 赤塚 31.5 133.5

昭和52年9月19日 台風11号 1.0 42 0 42 石神井 17.0 92.0

昭和56年7月22日 集中豪雨 1.2 67 8 75 赤塚 62.0 66.0

昭和56年10月22日 台風24号 0.5 52 0 52 赤塚 30.0 171.0

昭和57年9月12日 台風18号 55.2 380 241 621 赤塚 52.0 162.0

昭和63年8月11日 集中豪雨 2.95 226 14 240 田無 67.0 140.0

平成元年8月1日 集中豪雨 0.6 44 3 47 田無 38.0 155.0

平成3年8月1日 集中豪雨 1.42 13 19 32 越後山橋 51.0 52.0

平成3年9月19日 台風18号 4.63 199 4 203 田無 33.0 170.0

平成7年8月2日 集中豪雨 1.68 55 46 101 越後山橋 44.0 44.0

平成11年8月14日 熱帯低気圧 0.01 21 9 30 越後山橋 36.0 169.0

平成13年7月18日 集中豪雨 0.52 12 26 38 練馬 79.0 85.0

平成17年9月4日 集中豪雨 0.69 32 45 77 越後山橋 80.0 224.0

平成22年7月5日 集中豪雨 0.67 8 44 52 越後山橋 75.0 129.0

平成30年8月27日 集中豪雨 0.60 11 58 69 大泉 65.0 68.0

日雨量又
は総雨量
（㎜）

年月日 原因
浸水
面積
（ha）

被害棟数（棟） 雨量
観測所

時間最大
雨量

（㎜/hr）
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＜参    考＞ 

 

１  管内管理道路路線別調書（延長、面積） 

種別 
路線 

番号 
路 線 名 

都市計画 

路 線 名 
通 称 道 路 名 延長ｍ 面積㎡ 

 

 

 

 

主  

要  

地  

方  

道 

4 東 京 所 沢 線 放   ６ 青  梅  街  道 2,721 68,862 

8 千代田練馬田無線 放   ７ 目白通り・富士街道 12,822 261,600 

24 練 馬 所 沢 線 補   156 （ 大 泉 街 道 ） 8,420 149,899 

25 飯田橋石神井新座線  旧 早 稲 田 通 り 5,154 32,193 

68 練 馬 川 口 線  （ 土 支 田 通 り ） 3,345 34,729 

305 芝 新 宿 王 子 線 環 ５の１ 明  治  通  り 4,367 129,475 

311 環 状 八 号 線 環   ８ 環  八  通  り 7,031 211,342 

317 環 状 六 号 線 環   ６ 山  手  通  り 3,784 158,016 

318 環 状 七 号 線 環   ７ 環  七  通  り 6,775 191,218 

一 

般 

都 

道 

108 東 京 朝 霞 線  （ 別 荘 橋 通 り ） 2,797 47,657 

116 関 町 吉 祥 寺 線 補   135 吉  祥  寺  通  り 1,095 12,800 

233 東 大 泉 田 無 線  （ 大 泉 街 道 ） 1,760 14,895 

245 杉 並 田 無 線 補    76 新  青  梅  街  道 3,751 58,217 

特 
 

例 
 

都 
 

道 

420 鮫 洲 大 山 線 補    26   4,013 52,807 

427 瀬 田 貫 井 線 補   133 中  杉  通  り 1,440 11,844 

435 音 羽 池 袋 線 放    26 （日 出 通 り） 1,027 34,988 

436 小 石 川 西 巣 鴨 線 補 79・補 82 （宮仲公園通り） 1,871 38,793 

439 椎名町上石神井線 補   229 千  川  通  り 8,042 140,053 

441 池 袋 谷 原 線 放    36 要町通り（西池袋通り、正久保通り） 7,104 158,591 

442 北 町 豊 玉 線  (弁天通り､田柄通り､庚申通り) 4,821 32,782 

443 南 田 中 町 旭 町 線 補   134 笹  目  通  り 8,516 234,731 

444 下 石 神 井 大 泉 線 補   132   2,938 29,064 

445 常 盤 台 赤 羽 線 補    86   1,505 18,354 

446 長 後 赤 塚 線 補 201・補 203   7,961 257,583 

447 赤 羽 西 台 線 補 202・補 204   5,694 144,456 

455 本 郷 赤 羽 線 放   10 本  郷  通  り 392 11,283 

計 26 路線   119,146 2,536,232 

注  通称道路名欄の（ ）はその他の呼名。 
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令和６年４月１日現在  

豊 島 区 板 橋 区 練 馬 区  合  計 

延  長 面  積 延  長 面  積 延  長 面  積  延  長 面  積 

0 0 0 0 2,721 68,862  2,721 68,862 

2,885 66,093 0 0 9,937 195,507  12,822 261,600 

0 0 0 0 8,420 149,899  8,420 149,899 

0 0 0 0 5,154 32,193  5,154 32,193 

0 0 484 10,048 2,861 24,681  3,345 34,729 

4,367 129,475 0 0 0 0  4,367 129,475 

0 0 2,614 60,731 4,417 150,611  7,031 211,342 

1,745 71,360 2,039 86,656 0 0  3,784 158,016 

0 0 3,897 109,114 2,878 82,104  6,775 191,218 

0 0 0 0 2,797 47,657  2,797 47,657 

0 0 0 0 1,095 12,800  1,095 12,800 

0 0 0 0 1,760 14,895  1,760 14,895 

0 0 0 0 3,751 58,217  3,751 58,217 

1,564 26,001 2,449 26,806 0 0  4,013 52,807 

0 0 0 0 1,440 11,844  1,440 11,844 

1,027 34,988 0 0 0 0  1,027 34,988 

1,871 38,793 0 0 0 0  1,871 38,793 

0 0 0 0 8,042 140,053  8,042 140,053 

2,185 70,835 576 22,147 4,343 65,609  7,104 158,591 

0 0 0 0 4,821 32,782  4,821 32,782 

0 0 0 0 8,516 234,731  8,516 234,731 

0 0 0 0 2,938 29,064  2,938 29,064 

0 0 1,505 18,354 0 0  1,505 18,354 

0 0 7,961 257,583 0 0  7,961 257,583 

0 0 5,694 144,456 0 0  5,694 144,456 

392 11,283 0 0 0 0  392 11,283 

16,036 448,828 27,219 735,895 75,891 1,351,509  119,146 2,536,232 
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２２  道道路路のの施施設設及及びび附附属属物物現現況況（（令令和和７７年年４４月月１１日日現現在在））  

（１）  施 設 の 概 要 

共 同 溝 設置年月 延   長 設 置 場 所 設 備 概 要 

東 池 袋 共 同 溝 昭和 50 年 3月 591ｍ 
豊島区南池袋四丁目地内 

～二丁目地内 

ポンプ    10 台 

換気ファン 5 台 

照明設備 287 基 

西 池 袋 共 同 溝 昭和 62 年 3月 1,364ｍ 
豊島区西池袋三丁目地内 

～要町二丁目地内 

ポンプ      8 台 

換気ファン 21 台 

照明設備  461 基 

 

排 水 場 設置年月 排水能力(1 台当たり) 設 置 場 所 設 備 概 要 

熊 野 町 排 水 場 昭和49年11月 

口 径 100mm 

出 力  7.5kw 

吐出量 1.36 ㎥/min 

板橋区中丸町一番地内 
ポンプ     3 台 

換気ファン 4 台 

南常盤台排水場 昭和 36 年 1月 

口 径 250 mm 

出 力 11kw 

吐出量 6.2 ㎥/min 

板橋区南常盤台一丁目地内 
ポンプ     2 台 

換気ファン 1 台 

向 原 排 水 場 

（向原トンネル） 
昭和 62 年 3月 

口 径 200mm 

出 力  15kw 

吐出量 4.5 ㎥/min 

板橋区向原二丁目地内 
ポンプ     2 台 

換気ファン 3 台 

小 竹 排 水 場 

（小竹トンネル） 
昭和 62 年 3月 

口 径 200mm 

出 力  15kw 

吐出量 4.5 ㎥/min 

練馬区小竹町二丁目地内 
ポンプ     2 台 

換気ファン 2 台 

谷 原 排 水 場 昭和58年10月 

口 径 200mm 

出 力  22kw 

吐出量 4.4 ㎥/min 

練馬区高野台四丁目地内 
ポンプ     2 台 

換気ファン 3 台 

練馬春日町排水場 

(練馬区春日町トンネル) 
平成 14 年 3月 

口 径 250mm 

出 力  30kw 

吐出量 5.85 ㎥/min 

練馬区春日町三丁目地内 
ポンプ     3 台 

換気ファン 6 台 

平和台排水機場 

（平和台トンネル） 
令和 6年 3月 

口 径 200mm 

出 力  18.5kw 

吐出量 4.8 ㎥/min 

練馬区北町六丁目地内 
ポンプ     3 台 

換気ファン 2 台 

 

横断地下道 設置年月 延   長 設 置 場 所 設 備 概 要 

谷原横断地下道 昭和4 6年 3月 86.4ｍ 
練馬区谷原五丁目地内～ 

高野台五丁目地内 

ポンプ    2台   

照明設備   30基 

 

大気浄化施設 設置年月 処 理 能 力 設 置 場 所 設 備 概 要 

大 和 町 交 差 点 

大 気 浄 化 施 設 
平成 13 年 5月 

土壌式除塵、脱硝装

置   28.1 ㎥/s 

板橋区大和町地内 

～本町地内 

土壌層面積 703 ㎡ 

吸気ファン   2 台 

給水装置     2 組 

板 橋 相 生 陸 橋 

大 気 浄 化 施 設 
平成 18 年 5月 

電気集塵機＋吸着式

脱硝装置 80 ㎥/s 

板橋区若木三丁目地内 

～相生町地内 

吸気ファン   4 台 

電気集塵機   4 台 

脱硝装置     4 基 

北町若木トンネル 

換 気 所 
平成 18 年 5月 

電気集塵機 

＋換気塔 340 ㎥/s 
板橋区西台四丁目地内 

排風機       2 台 

電気集塵機   2 台 

 

－ 70 － － 71 －



- 72 - 
 

 

 

歩道橋エレベーター 設置年月 基   数 設 置 場 所 設 備 概 要 

若木のぞみ歩道橋 

エレベーター 
平成 18 年 5 月 １基（1F.2F） 板橋区若木二丁目地内 

巻上機 5.3kW 

定員   17 名 

速度 45m/min 

若木みどり歩道橋 

エレベーター 
平成 18 年 5 月 

１基（1F.2F） 

１基（1F.M2.2F） 
板橋区若木二丁目地内 

巻上機 5.3kW 

定員   17 名 

速度 45m/min 

 

 

（２）  橋 梁、歩 道 橋 

（橋 数） 

区 部 道  路  別 河 川 架 橋 立 体 交 差 橋 
横 断 歩 道 橋 

人 道 橋 
計 

豊 島 区 

主 要 地 方 道 1 6 6 13 

特 例 都 道 0 1 2  3  

一 般 都 道 - - - - 

小  計 1 7 8  16  

板 橋 区 

主 要 地 方 道 2 6 12 20 

特 例 都 道 1 3 20 24 

一 般 都 道 - - - - 

小  計 3 9 32 44 

練 馬 区 

主 要 地 方 道 6 7 25 38 

特 例 都 道 4 - 5 9 

一 般 都 道 3 - 4 7 

小  計 13 7 34 54 

計 

主 要 地 方 道 9 19 43 71 

特 例 都 道 5 4 28 37 

一 般 都 道 3 - 4 7 

計 17 23  74 114 

（架替、新設事業中を含む） 

（３）  街 路 灯                                    

（灯 数） 

種別 

 

区別 

ナトリウム 

灯 

セラミックメ 

タルハライド 

ランプ 
蛍光灯 ＬＥＤ 

障害物表 

示灯 計 

豊 島 区 237 161 140 1,033 57 1,628 

板 橋 区 232 267 0 2,542 84 3,125 

練 馬 区 433 498 0 2,778 115 4,024 

計 902 1,126 140 6,353 256 8,777 

※  排水施設照明は除く 
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３３．．都都市市計計画画事事業業のの事事業業告告示示一一覧覧表表  

（令和7年3月31日現在） 

路 線 名 
事 業 告 示 

当初認可年月日 

変更認可年月日 都市計画決定

年月日 
告示番号 

幅 員

（ｍ） 

延 長

（ｍ） 
起 点 終 点 

施 行 

年 度 

放射７号線 

(大泉) 
昭 21． 3．26 戦復 ３ 25 2,000 

練馬区大泉 

学園町二丁目 

練馬区西大 

泉五丁目 
H18～R9 

H18． 7．24 

H25.  3. 28 

H30.  3. 29 

 R4. 12.  9 

放射９号線 

（巣鴨）Ⅲ期 
昭 21． 3．26 戦復 ３ 40 465 

豊島区巣鴨 

三丁目 

豊島区巣鴨 

五丁目 
H10～R7 

H11． 3．12 

H17． 3．30 

H22． 3．31 

H26. 3. 28 

H29. 3. 31 

 R2.  3. 19 

放射 35 号線 

（早宮・北町） 
昭 40． 6． 7 建 1455 40～50 1,330 

練馬区早宮 

二丁目 

練馬区北町 

五丁目 
H16～R12 

H16．12．28 

H23． 3．30 

H28.  1. 19 

 R3.  3. 16 

R6.  3. 14 

放射 35・36 号線 

（小茂根・早宮） 

(放射 35 号線) 

昭 40. 6． 7 

（放射 36 号線） 

昭 41. 7．30 

建 1455 

建 2428 
40～50 1,970 

板橋区小茂 

根四丁目 

練馬区早宮 

二丁目 
H23～R12 

H23．12． 1 

H30.  3. 29 

R6.  3. 15 

環状５の１号線 

（雑司が谷）Ⅱ期 

昭 21． 3．26 

(都市計画変更) 

平 23． 4． 4 

戦復 ３ 

都 656 
30～40 1,400 

豊島区雑司 

が谷三丁目 

豊島区高田 

三丁目 

豊島区南池 

袋二丁目 
H10～R9 

H10.  7. 10 

H15. 10. 28 

H23．10．24 

  R2.  3. 19 

環状５の１号線 

（西巣鴨）Ⅰ期 
昭 21． 3．26 戦復 ３ 27 770 

豊島区上池

袋一丁目 

豊島区西巣

鴨三丁目 
R4～R13 R4.  4. 25 

補助 81 号線 

（南池袋） 

 [木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 25 260 
豊島区南池 

袋二丁目 

豊島区東池 

袋四丁目 
H17～R12 

H17．11．16 

H22． 3．31 

H27.  3. 30 

 R2.  3. 18 

 R7.  3. 24 

補助 133 号線 

（中村南） 
昭 41． 7．30 建 2428 16 1105 

中野区上鷺

宮一丁目 

練馬区中村

北三丁目 
H29～R8 H29．10．18 

補助 172 号線 

（早宮） 
昭 41． 7．30 建 2428 16 390 

練馬区早宮 

三丁目 

練馬区早宮 

三丁目 
H24～R12 

H24.  6. 15 

H31. 3. 29 

 R7.  3. 10 

補助 230 号線 

（大泉町Ⅰ期） 
昭 41． 7．30 建 2428 18 850 

練馬区大泉

町三丁目 

練馬区大泉

町二丁目 
H21～R9 

H21. 7．21 

H28. 3. 31 

R4. 1.  7 

補助 230 号線 

（大泉町Ⅱ期） 
昭 41． 7．30 建 2428 18 1,250 

練馬区 

大泉学園町

七丁目 

練馬区 

大泉町 

三丁目 

H22～R8 

H22． 8．10 

H29. 3. 31 

R4.  1.  7 

補助 26 号線 

（千早） 

[木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 20 460 
豊島区 

千早三丁目 

同区 

要町 

三丁目 

H25～R12 

H25. 10. 28 

 R2.  3. 18 

R7. 3. 24 
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路 線 名 
事 業 告 示 

当初認可年月日 

変更認可年月日 都市計画決定

年月日 
告示番号 

幅 員

（ｍ） 

延 長

（ｍ） 
起 点 終 点 

施 行 

年 度 

補助 26 号線 

（南長崎） 

[木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 20 320 

豊島区 

南長崎 

六丁目 

同区 

長崎 

五丁目 

H25～R12 

H26.  3. 24 

 R2.  3. 18 

R7. 3. 24 

補助 73 号線 

（池袋本町） 

[木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 20～26 1,070 

豊島区 

池袋本町 

二丁目 

板橋区 

板橋 

一丁目 

H26～R7 
H27.  1.  6 

R3.  2. 5 

補助 82 号線 

（池袋本町） 

[木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 15 490 

豊島区 

池袋本町 

三丁目 

板橋区 

大山金井町 
H26～R7 

H27.  1.  6 

R3.  2. 8 

補助 82 号線 

（上池袋） 

[木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 15～24 640 

豊島区 

上池袋 

三丁目 

同区 

池袋本町 

三丁目 

H26～R7 
H27.  1.  6 

R3.  2. 5 

補助 172 号線 

（長崎）  

[木密] 

昭 39． 2． 7 建 148 16 1,620 

豊島区 

長崎 

一丁目 

同区 

長崎 

五丁目 

H26～R7 
H27.  1.  6 

R2.  11. 17 

補助 81 号線 

（巣鴨） 

[木密] 

昭 21． 4．25 戦復 15 20 930 

豊島区 

巣鴨 

五丁目 

北区 

西ヶ原 

三丁目 

H26～R7 
H27.  2. 24 

R2.  12. 15 

補助 233 号線 

（大泉学園町） 

 

昭 41.  7. 30 

 

建 2428 

 

25 

 

500 

練馬区 

大泉学園町

四丁目 

同区 

大泉学園町

八丁目 

 

H27～R10 

H27.  8. 20 

R4.  1. 14 

補助 156 号線 

（南大泉） 

 

昭 37.  7. 26 

 

建 1722 

 

16 

 

1400 

 

練馬区 

東大泉 

四丁目 

同区 

西大泉 

一丁目 

 

R3～R15 

 

R3.  4. 23 

補助 229 号線 

（下石神井） 

 

昭 41.  7. 30 

 

建 2428 

 

20 

 

290 

 

練馬区 

下石神井 

四丁目 

同区 

上石神井南

町 

 

R5～R22 

 

R6.  3. 6 

 

補助 133 号線 

（向山） 

 

昭 41． 7．30 

 

建 2428 

 

16 

 

1240 

練馬区 

向山四丁

目 

練馬区春

日町三丁

目 

 

R6～R18 

 

R7.  3. 18 

 

外環の２ 

（大泉） 

 

昭 41.  7. 30 

 

建 2428 

 

40～78 

 

1000 

練馬区 

石神井町

八丁目 

同区 

東大泉 

二丁目 

 

H24～R12 

 

H24.  9. 27 

R3.  3. 31 

 

外環の２ 

（石神井台１期） 

 

昭 41.  7. 30 

 

建 2428 

 

22 

 

950 

 

練馬区 

石神井台

三丁目 

同区 

石神井 

町八丁目 

 

R5～R12 

 

R6.  2. 29 
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４  事務所・工区案内図 

 
第四建設事務所 

 
所在地  〒170-0005  豊島区南大塚２－36－２ 

電  話  5978－1703（庶務課）  ＦＡＸ  3947－1419 

交通機関 

ＪＲ大塚駅（南口）より徒歩５分 

地下鉄丸の内線新大塚駅より徒歩５分 

 

 
分 室 

 
 

電 話 5978－1812（用地課） ＦＡＸ 5978－1754 
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第四建設事務所 豊島工区 
 

所在地  〒170-0012 豊島区上池袋４－18－11 

電  話  3916－6616 ＦＡＸ 3916－6617 

交通機関 

東武東上線北池袋より徒歩５分  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四建設事務所 板橋工区 
 

所在地  〒174-0051 板橋区小豆沢４－26－26 

電  話  3967－3541 ＦＡＸ 3967－3542 

交通機関  

埼京線北赤羽駅より徒歩10分 

地下鉄都営三田線志村坂上駅より徒歩20分 
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第四建設事務所 練馬工区 

 

所在地  〒179-0081 練馬区北町６－30－１ 

電  話  3933－6121 ＦＡＸ 3933－6122 

交通機関 

地下鉄有楽町線平和台駅 

より徒歩５分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四建設事務所 石神井工区 
 

所在地  〒178-0065 練馬区西大泉２－12－18 

電  話  3867－7816 ＦＡＸ 3867－7817 

交通機関 

西武池袋線大泉学園・保谷駅より各徒歩20分 
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編集・発行　　東京都第四建設事務所庶務課
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印　刷　所　　東京都大田福祉工場
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古紙パルプ配合率70％
白色度70％再生紙を使用しています
石油系溶剤を含まないインキを使用
しています
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